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1 昭和 58年 12月21日{水曜日)午前 10時

1 館山市役所議場

1 出席議員 2 1名

1番 神田 守隆 2番 田沢 勝信

S番 山中金治郎 4番 目下 君敏

5番 川名 正二 6番 生稲 陸

7番 榎本 春光 8番 小宮 利夫

9番 福原 動 1 0番 横溝 功

1 1番 飯田 義男 1 2番 石井 謀

F 1 3番 石井 昌治 1 4蕃 伊藤幸太郎

1 5番 渡辺 昭夫 1 6番 松下 正己

1 1番 近藤 好雄 1 9番 黒川 平治

2 0番 石井 武敏 2 1番 吉田勇治郎

2 2番 林 豊 2 3番 伊賀 多朗

2 4番 涜山源次郎 2 5番 五十嵐 界

2 6番 石井 正 2 1番 安西 益男

2 8番 安海 徳煩

1 欠席議員 なし

1 出席説明員

第 1号から選挙管理委員会委員長、選挙管理委員会事務局書記長、監査

委員、監査事務局長を除く

1 出席事務局職員
T 

第 1号lと同じ

1 議事日程(第 2号)

昭和 58年 12月21日午前 10時開議

日程第 1 行政一般通告質問

開 議 午前 10時 o2分

。議長{石井 正君) 本日の出席議員数 21名、乙れより第 4岡市議会

定例会第 2日の会離を開会し、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事はお手元tζ 配付の日程表tとより行います。
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行政一般通告質問

。議長{石井 正君) 日程第 1、乙れより通告による行政一般質問を行

います。

締め切り回の 12月17日正午までに提出のありました蟻員、要旨及び

その順序はお手元に配付のとおりであります。

とれより順次質問を行います。

乙の際、申し上げます。通告質問者は以上のとおりであり、他lζ関連質

問等の発言もあろうかと思いますが、本日は通告者のみといたします。

発言の方法は、最初の発言を 20分以内とし、執行当局の答弁は時間外

再質問は答弁を含めて 30分以内といたします。

乙れより順次発言を顕います。

1番議員神田守隆君御登壇顕います。

( 1番議員神間守隆君登壇)

01番(神田守隆君) すでに通告をいたしました 4点にわたって半海市

長の所信をお尋ねいたします。

まず第 1点は、教育費の父母負担の軽減と蹴学援助制度についてという

乙とでございます。

日本国憲法第 26条は「すべて国民は、法律の定めると乙ろにより、そ

の能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と宣言し、乙の

権利を担保するものとして、国民に、その保護する子女に普通教育を受け

させる義君臨及び義務教育無償の原則をうたっています。すなわち、だれで

もが教育を受ける権利があり、乙の権利は経済的理由で侵害される乙とが

あってはならない。国ゃ市町村は、経済的理由で教育が受けられない乙と

がないように、乙の権利を守る責任があるとの考え方をはっきりと示して

いるわけであります。

乙の乙とは、教育基本法や学校教育法の申で、より具体的lζ示されてい

ます。たとえば、学校教育法第 25条では「経済的理由によって、就学困

難と認められる学齢児童の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与

えなければならない。 Jと、市町村の責任を明確にしているのであります。

近年の不況のもとで、賃金の実質的な低下、増税、公共制金の値上げな
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ど市民生活をめぐる現況には大変に厳しいものがあります。小中学生の子

供たちの教育費の父母負担も給食費、学用品費、通学費などその負担は年

々重いものになってきています。本来無償であるべき教育費の負担が家計

を圧迫する一因ともなっているのであります。

乙うした申で、館山市における教育費の父母負担のあり方、特lζ就学援

助制度について市当局のお考えをお聞かせ願いたいと思うわけであります。

まず第 1点は、就学援助の認定基準を明確にする問題であります。市の

認定要領によりますと「準要保護の認定は、生活保護法tζ規定する要保護

者lζ準ずる程度に困窮している場合」として、具体的には、前年度または

当該年度において 1、保護の停止または廃止、 2、市町村民税の非課税、

3、市町村民税の減免、 4、個人事業税の減免、 5、固定資産税の減免、

6、国民年金掛金の減免、 7、国保税の瀦免、徴肢の猶予、 8、児童手当

の受給、 9、世帯更生資金の貸し付けなどいずれかの処置を受けた者ある

いは保護者が日雇い、休職者、臓棄が不安定で PTA会費などの減免、学

校納付金などの納付状況の悪い者、経済的理由による欠席回数が多い者な

どというように 14.項目にわたって具体例を示しています。

確かに、 14.項目にわたるどれかに骸当するかどうかという乙とで、準

要保護の認定基準を考える乙ともできるわけであります。しかし、生活保

護法に規定する要保護者lと準ずる程度lζ困窮しているというわけでありま

すから、本来乙れは一定の所得水準なり、収入基準なりで示せる問題であ

ります。

現lζ 、たとえば東京中野区では、その世帯の所得が生活保護基準の 1• 

5倍以下を準要保護認定の所得水準の目安とし、具体的に父母、小学生 1

人、未就学児 1人の 4人家庭では所得額 33 4.万円、月収 27万 80 0 0 

円以下。父母、中学生 1人、小学生 2人の 5人家接では所得額4.2 1万円、

月収 35万 10 0 0円以下というように援助対象の所得水準や収入基準を

示しています。

生活保護世帯lζ準ずる程度lζ国窮している準要保護世帯とは、生活保護

世帯tζ対してどの程度の所得水準とお考えなのか、お聞かせを願いたいと

と思うわけであります。

第 2点は、乙の就学援助制度そのものが父母等lと十分に周知されていな
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いために、本来受けられる援助も受けていないというケースが多くある乙

とであります。乙の乙とは、 57年度決算tζ見られるとおり小学生で 2• 

2%、申学生で 3. 1 %の児童しか乙の援助を受けていない乙とからも推

察できる乙とであります。

たとえば、全児童生徒の保護者あてに就学援助制度についてのお知らせ

を配布している東京の品川区では、 55年度で 1万人以上の小中学生が援

助を受け、適用車は 28. 6 %にも上っています。保護者あてに就学援助

制度についてのお知らせをつくり、乙の制度の概要を十分に父母に知らせ

る必要があると思うのでありますが、乙の制度の周知を図るお考えはない

のかどうか、お聞かせを願いたいと思います。

第 3点は、手続のあり方についてであちます。市の認定要領では、学校

が低所得者全般について調査を行い、ぞれらの申から該当者を選んでと規

定していますが、乙れは事実上無理な乙とではないでしょうか。学授は子

供たち一人一人の家庭の状況をつかむ乙とは教育上必要な乙とであっても、

その家庭の所得が低いのか高いのかというような立場で行うものではない

からと思うわけであります。まして、ぞれらの申から該当者を選んでとい

う乙とはできない乙とではないでしょうか。教育委員会の責任で乙の制度

の周知を図り、該当者から申請を求め、乙の申請について審査をするとい

うように手続のあり方を変えるべきではないかと思うのでありますが、い

かがお考えか、当局のお考えをお聞かせください。

次Iζ大きな第 2点、新年度予算編成と公共制金値上げの抑制、市民負担

の軽減について市長の政治姿勢をお尋ねしようとするものであります。

市民生活の現況が大変に厳しいのは先ほども触れたとおりでございます

が、新年度予算は、とうした申で市民生活の防衛をまず第一課題とするべ

きであります。乙うした乙とから、市の各種公共斜金について市民生活を

圧迫する値上げはするべきではなく、むしろ乙れまで消防関係、市道の舗

装などで住民に寄付を押しつけていた乙となどを直ちにやめるようにする

べきであります。

乙うした立場から、市長は、新年度予算編成にあたり、市民生活を圧迫

する公共桝金の値上げについてどのようにお考えを持っているのか、また

消防、道路などの寄付の全廃についてどのように考えているのか、お聞か
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せを願いたいと思います。また現時点で値上げを考慮しているものがあれ

ばお示しください。

第 3点は、平久里川及び汐入JII河口lζ歩行、散策用の構をかける提案に

ついてであります。

当市には郡古、川崎、八幡、北条、館山とつながる海岸線を持っていま

すが、乙の海岸線は市民の大切な宝であります。乙の海岸線を市民の散策

や憩いの場として生かす乙とは、館山市の観光施策の発展にもつながる乙

とであると考えます。しかし、現在の海岸線は平久里川、汐入111で寸断さ

れ、各海岸が有機的に連携を持って活用されていません。

川崎海岸lζ は市民運動場があり、館山海岸には安房博物館があります。

乙れらの施設と海岸線を一体のものとして生かしていくには、現在の車道

とは別に汐入川、平久里川の河口に歩行者用あるいは散策用の橋をかけて

はどうかと思うのであります。

最近では、富浦町が多国良海岸と原岡海岸を結ぷ構をかけましたが、乙

のような例は勝山ゃ保田、岩井などにも規模の大小はありますが、実例が

あります。

現在の汐入川、平久里川にかかる構の現況は、歩道もない状況でありま

すから、交通安全上も意義のある乙とと思いますが、市長のお考えはいか

がですか、お聞かせください。

第 4点は、市営住宅の集会所施設についてであります。市営住宅では、

入居者が死んだ接、葬式をするのに狭過ぎてひつぎを入れる乙ともできま

せん。また通夜といっても申に入る乙ともできず、住宅の外に立っていな

ければならない人もでるありさまであります。市営住宅は一定の基準で大

変狭くつくってあるわけですから、無理もない乙とであります。

公営住宅法第 5条第 2項では「事業主体は、 1団の土地lζ50戸以上集

団的に公営住宅の建設をするときは、乙れにあわせて集会所などの共同施

設の建設に努めなげればならない。」としています。

私は、公営住宅法の趣旨に沿って集会所がつくられる乙とは、市営住宅

入居者の騒いであると思うんですが、市長はどのようにお考えか、お間か

せを願いたいと思います。

以上、 4点にわたって御質問を申し上げましたが、御答弁によりまして
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再質問をさせていただきます。

(市長半海良一君登纏)

0市長{半海良一君) 神田議員の御質問にお答えいたします。

質問の第 1点は、教育長より御答弁を申し上げます。

第 2点、新年度予算編成と公共斜金等の値上げの抑制、市民負担の軽減

についてでございますが、昭和 59年度予算の編成につきましては、現在

その作業を進めておりますが、今後の経済の推移や園、県の動向を踏まえ、

ぞれらとの整合性を図りながら編成してまいりたいと考えております。

御質問の使用斜、手数桝につきましては、住民の理解を得ながら、その

適正化を図ってきたと乙ろでございますが、今後とも経費の増大に伴う所 、

要財源につきましては、住民負担の公平に配慮しながら、受益者負担の原

則lζ基づいて対処してまいります。

次に、市道整備や消防の地元負担につぎましでも、従来から逓減tζ努め

てまいったところでございますが、今後とも財政状況を勘案しながら、廃

止を含めて年次逓減を検討してまいりたいと考えております。

次tζ 第 3点、平久里JII、汐入川河口に歩行、散策用の構をかける提案に

ついてでございますが、汐入川河口に歩行、散策用の構をかける乙とにつ

いては 9月議会でお答え申し上げましたとおり、遊歩道の一体化を考えて

今後も県に要望していく考えでございます。また平久星川につきましては

現在計画はいたしておりません。

第 4点、市営住宅の集会所設置でございますが、市営住宅の集会所の必

要性はっきましては十分承知をいたしておりますが、敷地もございません

ので、今後老朽住宅の建てかえとあわせて検討脅していきたいと考えてお

ります。

以上、答弁争終わちます。

0教育長(安田豊作君) 第 1項の教育費の父母負担の軽減と就学援助制

度についての御質問にお答えいたします。

乙の問題については、いままでにも種々御質問をいただいておると乙ろ

でありますが、就学援助の目的は、教育の機会均等を基調lζ経済的理由に

より就学困難な児童、生徒iζ対して必要な援助を与えようとするものであ

る。乙れはおっしゃるとおりであります。
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対象児童、生徒の認定はっきましては、学級担任等の意見を取りまとめ

た上で、学校長からの申請をもとに民生委員の意見を聞いて、園、県の指

導である 14項目ーーさっき神田議員のおっしゃった認定基準はよって教

育委員会で認定しております。

本年度は、当初予算で準要保護児童は 110人 1.9896で中学校生徒

は 73人で 2. 896でございましたが、その後対象者の増加により小学校

児童は 125人 2. 2 5 96、中学校生徒は 86人 3. 3 2 96となって、本

議会に補正をお願いしていると乙ろであります。以上。

01番(神田守隆君) 就学援助の問題について、そういうふうにしてい

るというととはわかるんですが、先ほど質問したことは、生活保護世帯lζ

準ずる程度に困窮している準要保護世帯とういう認定ですね、乙れほ具体

的には、どの程度の所得水準だとお考えなのか、ぞれをお示し願いたいと

質問しているんですけれども、具体的には生活保護世帯の 1. 5倍という

ような形で規定している市町村色ずいぶん多いようなんですけれども、そ

ういうふうにお考えを願えるのかどうか。

0教育長(安田豊作君} 準要保護という乙とは、保護児童に準ずるとい

う言い方をしておりますけれども、乙れは教育援助法という法律からいき

ますると、教育を受ける上に経済的理由で障害のある子供lζ援助をするん

だという乙とで、必ずしも収入の基準というようなものは固としては示し

ていないわけです。県としても示きないで、さっき神田議員のおっしゃっ

た 14項目を基準にして拾え、こういうような指導でありますので、いま

のと乙ろはそれで考えておりますが、収入というようなものはそういうも

のを拾っていく上でのかなりの要素になると思いますので、もちろんそう

いう乙とを考えに入れた上で今後考えていきたいと、こう思っております。

01番(神田守隆君) 今後検討するという乙とですから、十分検討して

いただきたいと思うんですが、大体私の調べたと乙ろでも 1. 5倍という

ような具体的な基準を示して、その基準の申で運用を図ろうというような

考え方が非常に進んでいるようでありますので、そういう点を踏まえて御

検討をお願いしたいと思います。

先ほどのお話では、文部省ではそうした考えを示しておらないというこ

とでありますが、それは間違いないですか、私の方では文部省の方でもー
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定の所得基準について考えを示しているように伺っているんですが。

。教育長{安田豊作君} 私ども教育長会で、乙の問題についていろいろ

質問、検討を文部省の係官と詰めているわけですけれども、その話による

と、かつて昭和 36、 7年頃 1困基準を示した乙とがあるようです。しか

し、その結果がうまくいかなかったという乙とでそれを引き下げて、 14 

項目の項目をいまは挙げて、乙れによってやれと、乙ういう考え方のよう

に私どもは受け取っております。

01番(神田守隆君) 私の方で伺っているのは、昭和 48年に文部省が

生活保護世帯基準lζ対して一定の基準を示したように伺っているんですが、

私の方でも十分確認がとれておりませんので、また調べた上で御検討騒い

たいと思います。

もう 1点、重要な乙とですが、文部省のいろいろお考えというのがあり

ますが、文部省の考えというのは、あくまでも各自治体が就学援助を行う、

それに対する財政的な援助を行う。実施主体は文部省ではなくて、市自身

が実施主体なんだ。乙ういうふうに思うんですが、そういう点では留の指

導はあるにしても、それは実施主体である市の責任においてやる乙とでは

ないかと思うんですが、そ乙いらの判断について、乙の点について。

。教育長(安田豊作君) 法俸のたてまえは、そういう乙とになっており

ます。

01番{神田守隆君) 次lζ 、乙の制度の趣旨、乙れが先ほどのお話でも

実際の援助制度の対象で援助しているのは小学校で 2. 2 5 %、申学校で

3. 3 2 %というような乙とで、先ほど私が示しました品川区なんかでは

2 8. 6 %あるいは長崎県の香焼町というと乙ろでは一一革新町政ですけ

れども、 10 0 %というようなお話も伺っておるわけなんですけれども、

大変に低い適用しているのは、乙れは一つは、乙うした制度の趣旨が父母

に理解がされていないという乙とにあるんじゃなかろうかというふうに思

うんですが、そのために制度の趣旨を十分父母等に徹底を図るというよう

な乙とで、乙の制度の概要をチラシにして保護者あてに全員lζ配るという

ような乙とを通して乙の周知を図る。乙ういう乙とについて、お考えいか

がですか。

0教育長(安田豊作君) 乙の援助制度について、補助金を也らう乙とに
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ついて父兄自体が自分は該当するんだけれども、辞退したいというような

風潮が当市ははかつてたくさんあったわけでございます。そういう乙とか

ら、一般に知らせるというような考え方についてはいままでとらなかった

わけです。そういう乙とで、申告制度で自分から申告して補助を決めてい

くというような方法についても、やはりそういう乙とで遠慮しておったわ

けですけれども、そういう乙とをすれば教がふえるのかと、申告によって

それを決める乙とには援義があるんだというような指導もあるんで一一一ち

なみに乙れはちょっと古い統計ですけれども、千葉市はそういうチラシを

配って自己申告制度をとっております。とっておりますけれども、その結

果が、要保護認定率というのは 1• 4 9 %です。そのときの館山が 2. 3 

4%、県下の全部の市が乙乙に調査しでありますけれども、館山市の 2• 

34%というのは、たしかとの申では 5番目ぐらいに当たるわけで、です

から率の上からいくと高い率であるというように見ていいんじゃないかと、

乙ういうように考えております。

01番{神田守隆君) だいぶ古い資斜だというようなお話ですけれども、

私は具体的に乙ういう就学援助の問題でいろんな相談で伺うケースがかな

りあるんですけれども、実際にはほとんど知らないというようなのがむし

ろ実態なんです。

学校の先生のお話を伺っても、いまの世の申で、たとえば昔のように靴

もはかない、いつもはだしで来る子供がいるだろうか。それから、つぎは

ぎの服しか着て来ないとか、そういう子供がいるとかいうような乙とで、

その家庭の経済状態というのも学校の先生の目から見て推察がつくと、し

かしいまの現況というのは決してそうではないわけです。普通の見方では

なにもあの家が困っているというような乙とはわからない。実際に家庭の

申に入ればサラ金なんかで火の車だというケースはたくさんあるわけです。

したがって、学校の先生がそういう中で見て、そして学校の先生が申告

するというようなととも実際にはできない。やはりこういう制度があるん

だという乙とを父母に知らせるという乙とを通して、そうして申請を受け

て、それについて審査をするというような形をとっていくというのが、乙

れは本来の制度の趣旨からいっても、現在の家庭の、社会の状況からいっ

ても妥当じゃなかろうかというふうに思うんです。
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ですから、乙の制度の概要を知らせても意味がないというようにいまの

御答弁からうかがうんですけれども、いかがですか、そういう意味がない

というように恩われますか。

0教育長(安田豊作君) さっきの続計古いといっても 56年ですから、

一昨年の決算によるわけですけれども一一肯1らせるという乙とについては、

時代も変わってきましたから、その問題については何らかの方法でもっと

周知させるという乙とについては考えてみたいと、乙う思っておりますが

一一ーやはり学授の先生が認めるだけでは不十分だとおっしゃるんですがー

ーもともと、乙の法ができたもとというのは、家庭の状態よりも、その子

供が家庭が裕福であっても実際lζ教育を受ける過程で経済的に因っている

子供を救おうという乙とから発生した法律のように私は認識しておるわけ

でございます。したがって、学校で校長を申心とした検討委員会で十分検

討した結果というようなものは噂重していくという乙とが、やはり乙の法

の精神に即するものだと、乙ういうふうに考えております。

01番{神田守陸君) 周知を図る乙とについて、時代も変わっているか

ら検討いただけるというふうな乙とでよろしゅうございましょうか。

それで、具体的な問題として、乙乙 lζ は 14項目にわたるそれぞれの該

当事項が出ておるわけです。たとえば、私も実際乙ういう場面出くわすわ

けですけれども、地方税法で市町村民税の非課税あるいは減免乙ういうも

のに該当した場合には、そういうと乙ろの世帯の児童は就学援助の対象に

しなさい、こういう乙とですけれども、実擦に市の担当、たとえば市町村

民税の減免を扱う担当の部署あるいは児童扶養手当の支給を行う部署そう

いったと乙ろで十分周知が徹底していないわけですね。

ですから、たとえそういうような誠免の処置金受けたからといって、乙

の就学援助の支給を必ずしも受けていない。それはそういう制度のある乙

とを知らない、市の担当者もそういう乙とを知らない o ですから、たとえ

ば減免の処置を受けたからといって、そういう家庭に対してお子さんがい

れば乙ういう制度がありますよという乙とを実際にはやる乙とができない

わけですね。そういう実態が行政の倒にあるわけですから、十分に検討を

して周知を図って、父母の方からも積極的に乙うした問題についての考え

方が持てるような条件ですね、実際にその申請を受けるか受けないかとい
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うととは、親の考え方もあるでしょうから、だけれども、そういう制度が

あるんだよという乙とだけは、せめて知らせておかなければ考えるにも考

えられない、そういうことができないわけですから、その乙とはぜひとも

お願いしたいと思うわけであります。いかがですか。

0教育長(安田豊作君) 周知の方法については検討さしていただきたい

と思います。検討してみたいと思います。

それから、いろいろの 14項目の条件について、各課との連絡は十分い

まとっております。その結果が補正でお願いしたような数になってきた。

乙ういうふうにお取りいただきたいと思います。

01番(神田守降君) 乙の項目を読んでみますと、 14項目の申で比較

的多いと思うのは国民年金の掛金の減免、乙れは法lと基づく減免それから

申請に基づく減免というケースが大変に多いケースだろうと思うんですが、

乙のケースの人たちは国民年金の掛金の減免を受けた方、そういう方の申

で小中学生の子供を持ついいる方がどれぐらいあって、それに対して周知

がどのぐらい図られているのか、具体的ないま連絡を図っているという乙

とですから、お聞かせ願いたいと思います。

0教育長(安田豊作君} その資斜は、いま乙乙 lζ持ち合わせておりませ

んけれども、途中での減免その他についてはすぐ連絡はとれますし、なお

認定については 3月末で行っておりますから、 1年生は 4月末で行うわけ

でうから、減免その他の作業はその後で出てくるわけで翌年の扱い、乙う

いう乙とになるわけでございます。

01番(神田守隆君} 就学援助制度についてはぜひとも前進的な方向で、

乙の趣旨が生かされることを通して一一教育費の大変な父母負担というよ

うな状況の中で、教育費が家計を圧迫しているというようなことをできる

だけ軽減そ図っていく、そういうようなことでこの制度の趣旨を十分生か

していくように御要望をいたしまして、乙の問題については一応終わりた

いと思います。

次lζ 、新年度の予算編成に向けての問題ですが、先ほどのお話では使用

斜、手数斜等の値上げの問題では受益者負担等を考慮し、財政事情等も考

慮しながら、乙ういうような御答弁でございますけれども、現実的にいま

の時点で値上げという問題で考えておる問題ありますか。
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。市長{半海良一君) 具体的にどの手数制あるいはどの斜金をという乙

とは考えておりませんけれども、全体的に見直したいと思います。

01番{神田守隆君) 全体的lζ見直すという乙とは大変な乙とで、政治

用語で見直しというのは、ほとんど通常の場合値上げにつながりますから、

そういうふうに受け取らざるを得ないんですが、乙の見直しというのは値

上げを含んで見直す、私ども普通の常識的な言葉では使いますけれども、

乙れは当然値上げになるんですか、全般的な値上げというふうに理解せざ

るを得ないと思うんですが、いかがですか。

O市長(半滞良一君) 検討の結果、据え置くものも出てくるかもしれま

せんし、値上げをするものも出てくるかもしれません。そういう意味で見

直しをするという乙とでございます。

o 1番(神田守隆君} 現時点では、具体的にはどのという話はないよう

でありますが、扱み取り桝金はやはり乙れは据え置きですか、ぞれとも見

直しで値上げするかしないかわからぬという一一具体的な一つの事例です

けれども、お開かせ願いたいと思います。

。市長(半海良一君} 現在の段階では明確なお答えはできません。

01番(神田守陣君) 次に、消防、道路などの寄附の問題ですが、乙れ

は年次的tζ 地元負担の軽減を図ってきたと、乙の点については私もそのと

おりだと思うんですが、すでに廃止の段階はもう立ち至っているんじゃな

かろうか、乙ういうようなものも考えるわけで、新年度の申で廃止という

ような考え方は打ち出せないのかどうか、お聞かせ顕いたいと思います。

0市長(半海良一君) 現在の段階では全面的な廃止は考えておりません。

01番(神田守隆君) なかなか、乙の問題については、現時点の申では

十分な答弁いただけないようでありますから、次の問題点lζ移りたいと思

います。

平久里川及び汐入川河口に歩行、散策用の構舎かける提案についてであ

りますが、汐入川については 9月の議会においても御要望をしたと乙ろで、

県民引き続き要望していく、乙ういうような話でありますから、いいわけ

ですが、平久里川については計画がないという乙とですが、計画があれば

それに乙した乙とはないと思うんですけれども、いま私が鶏諭しているの

はそういう段階の問題ではなくて、そういう乙とについての市長の考え方、
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海岸線の活用、特に川崎lとは市民運動場もあります。最近では大変ジョギ

ングだとかいうような乙とで一つのブームもあるわけで、海岸線で毎朝ラ

ンニングする人たちも多く見受けられるわけです。そういうような乙と。

ぞれから、乙の市民運動場と八幡の海岸そうした志のが一体のものとして

利用されていく乙とは、大変に市民運動場の点からいっても、その意味の

大きな乙とじゃなかろうかという考え方を持つわけで、そうした乙とも含

めて、乙うした乙とが館山市にあっても検討されていいんじゃなかろうか

と思うんですが、計画がないといっても、乙れから計画をつくるお考えが

あるかどうか、それとも検討するお考えがあるかどうか、乙の点について

お聞かせ願いたいと思います。

。市長{半海良一君) 海岸線整備については御恵見賛成でとぎいますの

で、それは進めていきたいと思いますが、平久里川区架橋をする乙さは考

えておりません。

01番(神田守糧君} 大変残念な乙とで、それはどうしてお考えいただ

けないんですか、その理由について。現時点でお考えいただけないという

乙となのか、将来にわたってそういう乙とは本来無理だと、あるいはでき

ない乙とだというようなお考えなのか、その辺について。

。市長{半滞良一君} 大変経費を要する乙とでございますので、現時点

では考えられない、遣い将来というととになりますと一一利十年先という

乙とになりますと、ちょっと御答弁できませんけれども、乙乙数年の間で

は考えられないという乙とでございます。

01番{神田守隆君) という乙とは、財政上の問題というような乙とが

大きな理由のようですが、という乙とは、大体どれくらいの予算が見込ま

れるというふうな検討された前提の乙とだろうと思いますので、それは大

体幾らぐらい。

。市長{半揮良一君) 数字的な乙とは検討はいたしませんけれども、構

そのものが大変金のかかる乙とでございますので、現在の財政状視では計

算する余地はないというように考えております。特tと私いつも申し上げて

いるとおり、投資の効率という乙とを考えます。その投資の効率tζ値する

だけの価値がある事業なのかどうかという乙とをまず考えたわけでござい

ます。
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01番(神田守撞君} 全くそういう話では検討も伺もなされないという

乙とで大変残念な乙となんですが、私は積極的な乙の点についての検討を

して一一大体投資効率の問題もあるでしょうし、そういう点からの検討も

十 t分必要でしょうし、そういう乙ともあります。そういう資料をそろえる

意思もないようでありますから、大変に残念な乙とであります。

私どもとしては、乙うした海岸線の有機的な活用の上では大変重要なポ

イントになると乙ろだろうというような理解をしておるわけで、そういう

乙とでは市長の考えとは全く相入れないという乙とを主張しておきたいと

思います。

第 4点の市営住宅の集会所施設についてでありますが、現在の公営住宅

法のもとで、 50戸以上集団的に住宅を建設しているというようなと乙ろ

では規定がある訂けですから、乙ういう点からいきますと、市内では何カ

所かそういうと乙ろが舷当するんじゃなかろうかと思いますが、いかがで

宇か。

0経済部長(山田俊康君} 現在示されております、県の指導等でいただ

いておりますものは、原則として 1団地で 150戸以上という乙とで、現

在の補助制度の申では一応 150戸以上という乙とで指導等をいただいて

おります。

なお y 市長から答弁いたしましたように、笠名の集会所の問題につきま

しでは、老朽住宅の建てかえのときはやはり乙れを考えていきたいと考え

ております。他の住宅団地におきましても、建てかえのときに考えてまい

りたいというふうに考えております。

01番(神田守隆君) ，~..150 戸というのは大変重要な問題ですね。公営

住宅法の申では 50戸以上という規定がありますね。いかがですか。

O経済部長(山田俊康君} 現実の問題として、補助金等の対象になる最

低の規模は、 50戸で当然法律的には対象にしていいはずなんですが、現

実の問題としては 150戸以上で対象にしてくれという乙とで指導を受け

ておるのが実情でございます。

01番{神田守隆君} ぞうすると、聞、県からの補助金の関係で市の単

独の事業になるというふうに理解するわけでありますが、乙れは法の趣旨

からいっても園、県がみずから公営住宅法を決めていながら、その基準を
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下回る補助しか出きぬというととは園、県民大変に非のある問題じゃなか

ろうかと思うんですが、いかがですか。

O経済部長(山田俊康君) 現実に御指摘のとおりだと思います。

なお、公営住宅に入居している方々の割り増し家賃を取らなければいけ

ない人たちが 3割を超えますと、やはり補助対象から除かれる。いろいろ

細かい制約もございまして、市の単独事業という乙とが多くなってしまい

ます。現状はそのような乙とでございます。

01番(神田守隆君} 市長さんはお尋ねいたします。

乙の問題、私どもは公営住宅法という趣旨から当然 50戸以上という乙

とで、乙の問題についての検討するべしというふうに考えていたわけです

が、同時にいま経済部長きんからの答弁で、実蹟lとは 150声以上 tζ なら

なければ園、県からの助成がつかぬ。乙ういうととでありますが、大変矛

盾した乙とですが、乙れは市長は市長の立場において園、県に対して乙れ

まで何か主張された乙とがとさいますか。あればその経過、なければ今後

の乙の問題についての考え方をお聞かせ願いたいと思います。

。市長(半海良一君) 乙の件について国ゃ県に陳情した乙とはございま

せん。おそらく 50戸に 1戸集会所をつくりなさいというのは理想でござ

いまして、それに近づくためにまず 150戸以上完成させて、それからだ

んだんに 100戸以上とか、 50戸以上lζ持っていくのが国の方針ではな

いかと思います。一遍lζ50戸にできないというのが現実ではないかと思

います。ただ、少なくとも今後そういう方向に向かつて国は努力しよう、

そういうふうに考えているんではないかというふうに考えているわけでご

ざいます。

01番{神田守隆君) 市長は国、県tζ対して 50戸以上一一当市にとっ

ては 150戸以上といったら、現実にはど乙にもないわけですね。 150

戸 1団としては確かにど乙にもない。という乙とは、館山市みたいな市営

住宅は全〈対象にならぬという乙とですから、大変ゆゆしき問題だと思い

ますので、乙の問題について圏、県等に市長として意見を申し述べるお考

えがあるかどうか、その乙とについてだけ最後に質問して絡わります。

0市長{半海良一君) 御質問の趣旨はよくわかりますけれども、国全体

としての住宅政策の申で考えなければいけない問題だと思いますので、よ
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く実情を調査、把握してから対処したいと思います。

0議長(石井 正君) 以上で、 1番議員君の質問を終わります。

次、 4番議員目下君敏君御登壇顕います。

( 4番議員日下君敏君登壇)

04番{目下君敏君} 私は、本定例会に提案されました議案の審砲に先

立ちまして、すでに通告してございます 4点について質問をいたすもので

ございます。市御当局の率直なる御答弁を求め、以下順次質問tζ入ります。

質問の第 1は、館山海岸の施設に関してでございます。第 2は、いわゆ

るスポーッの里づくりの経緯並びに今後の問題についてであります。第 3

は、館山市道の路線認定について。そして第 4は、排水関係はっきまして

市内 2カ所に関し、その処置方をお聞きいたしたいと存ずるものでござい

ます。

館山市は、御案内のとおり観光立市をその旗印といたしております。そ

して三方を海に閉まれております立地条件から、海摩擦を申心とした観光

資源はわが館山市ほとりまして生命線区位するといっても過言ではござい

ません。その申でも特tζ館山清いわゆる鏡ヶ浦は観光館山の海の表玄関と

して普からつとに有名なと乙ろでございます。

本質問は、鏡ヶ浦のうち館山海岸にしぼって幾つかの事項をお聞きいた

したいと存ずるものでございます。

館山海岸には、その中央部tといわゆる館山横橋が沖に向かつて突き出し

ております。閥横橋は、春は家族そろっての遊覧の場所、夏は市民のタ濠

みに、秋はそぞろ歩く散策の場所、そして冬は太公望の絶好の釣り場とし

て四季を通じて利用され、館山市民はもちろん広〈内外の観光客に親しま

れてきてい芯名所でございます。

乙のように、かかる横橋の利用度が高いにもかかわらず、横橋そのもの

の実態はきわめて不備である乙とが指摘できます。まず横橋の構造と申し

ますか、っくり方が雑でございます。単に材木を横に並べて置いであるだ

けで、人が通りさえすればそれで事足れりといった感を与えるのでござい

ます。また幅員が一定しておらず、申間部と先端tζ設置してございますス

トヲパー状の工作物も仮設的であり、おざなりにつくってあるとしか言い

ようのないものであります。さらに横橋の先端部を見ますと、そ乙は 2つ
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lζ分断されまして、最先端部の傭胸はくずれたコンクリートを露出したま

ま無惨な姿を海はさらしておるのでございます。

観光館山をうたい、美しい鏡ケ浦をキャッチフレーズとする当市民とり

まして、との光最はいささか矛盾したものと言わざるを得ません。久し振

りに海を見ょうとして海岸に来てみたら、乙の残骸では輿ぎめだと、乙れ

まで観光客から幾度となく指摘され、恥じ入った乙とも再三ならずでござ

います。

横橋からは速く白亜の館山城を望み見る乙とができ、乙こからの最色は

大変風情のあるものでございます。しかるに横橋の現実はどうでしょうか。

何はともあれ、清潔で美しい乙とが観光の出発点といたしますと、との現

実は原点lζ立ち返ってよく考えるべき問題だと思うわけでごぎいます。

なおまた、横橋を渡ります前lζ導入路がついておりまして、乙の適時lζ

接して下水の流末部分が敷設されております。乙れは土管でできておるわ

けでございますが、いま通ってみますと、土管が壊われて、そ乙からごみ

があふれ詰って、汚水がわらわらと海にたれ流されております。

横橋に行く人はどうしでもそ乙を通るわけでございまして、したがって

たれ流しの現場はいやでも自に入ってまいります。人知れない山里ならい

ざしらず、乙のような衆目の場所で、乙のような光景が存在することは観

光地のあるべき姿としてはなはだ寒心にたえないと存ずるわけでございま

す。

今様で申しますと「困ったもんだ」というと乙ろでございますが、目隠

しをするなり、土管だけはとにかく補修するなり早急に何らかの手だてを

講ずるべきではないかと存ずるところでございます。御当局の御所見を伺

いたいと思います。

また、館山海岸には従前いわゆる無斜休憩所が設置されておりましたが、

現在は取り払われております。果たして今後どのように取り扱うのか、よ

りよい方向で御整備なさるのか、乙の点についても一言御見解を燭りたい

と存じます。

館山の観光のより一層の整備、充実のために、とりあえず館山海岸を取

り上げて幾つかの御質問をいたしました。市御当局の率直なお考えをお尋

ねいたします。
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次iζ 、スポーッの里づくりについてお尋ねいたしたいと存じます。

いわゆる、スポーッの里づくりは、地域ぐるみの観光地づくりを目的lζ

本年度よち 3ヵ年計画で推進されている事業であります乙とは、すでに御

案内のとおりでございます。乙れまでの単なる見る観光、夏型集中観光か

ら脱却し、スポーッを通じて地域の発展lζ寄与し、あわせて民間宿泊業者

の利益にもつなごうという一石二鳥はおろか一石三鳥ともいうべき新しい

発想の観光事業と承っております。

その意味で、乙の完成のあかつきには、その業績は蔀!日して期して待つ

べきものがあると雷えるでございましょう。新聞報道等によりますと、事

業主体も備わり工事も着工されたよしであります。

しかしながら、灰関すると乙ろによりますと、事業計画が当初のものと

比較し少し変更された、また開始時期もずれ込むようになったやは伝え聞

いております。スポーッの盟づくりは 3ヵ年で 100面になんなんとする

テニスコートをつくらんとする大変な事業であります。乙のような大事業

は、計画が当初のものと変更される乙ともまたやむを得ない場合があろう

と存じます。

しかし、一方では、この事業は千葉県及び館山市から大幅な助成を受け

て進捗するものであちますから、われわれはその成り行きについて十分注

視する必要があろうかと存じます。

そ乙で御質問いたします。スポーッの里づくりについて、当初の計画と

現在時点とで変更になった主な点はど乙か、事業主体はど乙か、施設の規

模はどの程度か、事業費の額、内訳、その採算制等々に関し簡潔にお答え

願います。

第 3点目は、市道の路線認定についてでございます。具体的に申し上げ

ますと、いわゆる私道について、その所有者から寄附の申し出がある際、

市は乙れを受け入れるかどうかという乙とでございます。

現在、館山市には不動産業者等が開発した造成地が所々はございますが、

そ乙にある私道については利用者である住民が私的に管理いたしておりま

す。乙れら私道について館山市民対し提供することができるのかどうかと

いう乙とでございます。

私道の管理者の申には、自分たちで持っていても仕方がないから、乙の
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際、市lと寄附した上で館山市道にしてもらいたいと考えている人が相当数

おるようでございます。乙のような場合、館山市はすべての申し込みを受

け取るのか、ぞれとも全〈受け取らないのか、あるいはまた一定のものに

ついては認めるという乙とをお聞きいたしたい。乙ういう乙とでございま

す。もし、乙の件lζ関し一定の基準なり、内規なりがございましたら、お

示し願いたいと存ずるところでございます。と同時に、過去 1、 2年聞に

館山市道としてもらい受けた事例がございましたならば、乙れとれとうい

う事由から受け取ったという具体的に例をお示し願いたい。そういただけ

れば幸いでございます。

最後は、排水の問題でございます。本質問では、市内 2カ所ほどの排水

関係について御質問いたしたいと存じます。

その 1つは、館山小学校周辺でございます。同小学校の東側りまり城山

公園側は近年宅地化が進んだ結果、従前は空地の多かったところでありま

したものが、いまでは住宅の建ち並ぶ新興住宅地位変遷してきております。

乙のために新興住宅地につきものと申しますか、新興地にお定まりの排水

問題に悩まされているわけであります。

しかし、一般論で申しますと、乙の排水問題は、一概に市御当局の不備

を責め立てるわけにはまいらないというと乙ろがあるように思います。住

宅地ができます場合、まず側溝があって後から宅地ができるわけでござい

ます。業者等が宅地をつくり、側溝をつけ、乙れを既設の下水路lと接続さ

せるわけでございますが、乙の場合、既設側溝が大きくて許容量が十分な

らば問題はございませんが、通常の場合はその反対でございます。

きあ、宅地ができた。側溝をつないだら、乙れが狭い。何とかしてほし

い。乙れは切実な問題でございます。切実ではありますが、すべてをおい

それと受け入れるには時間と費用がない。乙ういった当局の見解、立場も

それなりに理解でき得ると乙ろではございます。

しかし、現実問題として、新しい住宅地が今後もでき続ける乙とは間違

いございません。そして排水問題がわが館山市はとりましてきわめて立ち

遅れた部面であるとの認識に立ちまして、乙れが解決lζ今後より一層積極

的に取り組んでいただくためにあえて御質問いたすわけでございます。

館山小学校周辺岡沼市営住宅東側の道路は、片側lζ小さな既設側溝がと
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ざいますが、さきに申し述べましたような事情により、乙れでは当地域の

下水を受けきれないという状態に立ち至っております。大雨のときならま

だしも、ちょっとした爾が降っただけで側溝はあふれ、雨水は民家lと浸入

するのが実情でございます。乙れら地域の排水問題をいかに御処置願える

のか、御所見をお聞きいたしたいと思います。

いま 1点は、楠見排水路の一部でございます。具体的lとは電電公社敷地

lζ接する都市下水路でございます。当該部分は館山市道でございます。道

路の幅員が約 2m 2 0から 2m 3 0と狭い上、曲線を描いており、加えて

側溝が古く、乙れまでしばしば路肩がくずれるなどいたしております。側

溝の老朽化は自に余るものがありまして、数カ所にわたりまして現在木材

を渡して倒壊を防いでおりますけれども、正産申し上げまして危険乙の上

ないというと乙ろでございます。

また、乙の道路は、館山市立第二申学校への通行路になっており、学生

諸君の通行量もかなりのものがございます。さらには付近の幼児たちが側

溝の反対側の土手部分に飛びはねまして遊びまして、側溝が 1mほど広い

のはふたがかかっておりませんものですから、その意味でも危険な状態lζ

置かれております。当該下水路について改良工事等のお考えがないかどう

か、御意見を承りたいと存じます。

以上、数点にわたり御質問申し上げる次第でございます。なお、御答弁

によりまして再質問させていただきます。

{市長半樺良一君登壇)

。市長(半樺良一君) 目下議員の御質問にお答えをいたします。

質問の大きな第 1点、館山海岸の施設について関連して小さな第 1点は

館山横橋の問題でございますが、館山横橋はっきましては昭和 56年度改

修をいたしました。その後利用状況を調査いたしましたが、安全確保の上

から地覆い等の設置について検討をしていきたいと考えております。なお、

先端の腐食した橋脚の取り除き工事はっきましては、多額の経費金必要と

しますので、現在検討中でございます。

次に、機構脇の道路側溝につきましては、本年度内lζ補修をしたいと考

えております。

小さな第 2点、休憩所についてでございますが、館山海岸の休憩所は昭
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和 27年tζ建てられ、その後監視所及び脱衣所として昭和 50年tζ改築す

るとともにひさしを併設し、乙のひさし部分を休憩所とし、現在iζ至って

おります。去る 11月 18日の強風により休憩所部分が被害を受けており

ますが、今後は海水浴客の利用状況並びに位置等を検討しながら対処して

まいりたいと存じます。

大きな第 2点、スポーッの里づくりの経過と将来についての御質問でご

ざいますが、今回、館山観光事業協同組合が実施する館山スポーッの里テ

ニスコート建設事業はっきましては、当初の計画では本年 6月lζ組合を設

立し、引き続き農業銀興地域整備計画の変更手続及び農地法lζ基づく農地

転用手続並びに都市計画法による開発行為の手続等を 8月までに終了させ、

9月に工事着工、 59年 2月tζ オーブンの計画でありましたが、乙れら一

連の許可が遅れましたため、 11月 28日工事入札が行われたわけでござ

います。

事業主体は、市内宿泊業者 33名により設立されました館山観光事業協

同組合で、施設の観要といたしましては敷地面積 S万 1168m"、テニス

コート 31面、管理棟平屋建て 22 9 mt、駐車台数 50台の駐車場でござ

います。事業費の内訳といたしましては造成土工事 7000万円、コート

工事 76 0 0万円、建物等施設工事 37 0 0万円、総額 1健 8300万円

で、オープンは 4月後半の予定でございます。

乙の施設は、組合が自主的に運営、管理を行うものでありまして、事業

の採算制について組合では年間 100日稼働、総入り込み客数 2万4.0 0 

0余人を目標としておりますが、乙の目標を達成する乙とができれば十分

採算のとれる運営が可能であると考えております。さらに組合の企業努力

及び関係機関の宣伝協力によっては年間 150日稼働も期待できるものと

考えております。

次lと大きな第 3点、市道の路線認定についてでございますが、第 1点は

幅員4.m以上のもの。 2っ自には起点と終点が少なくとも幅員 5m以上の

国道、県道あるいは市道に接している乙と。 3つ自に公共趨設等があり、

そのために利用されているもの。 4つ自に家屋が連槍し、また集落を結ぶ

など利用度の高い幹線道路である乙とを認定条件としております。

なお、市道として受け入れた事例でございますが、市道藤原佐野線で、
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県道館山白浜線より京成分譲地内を経て市道佐野線tζ通ずる道路でござい

ます。受け入れた理由としては幅員 4m以上である乙と。 2っ目として集

落を結ぷ道路である乙と。 3っ目として起点が県道であるためでございま

す。

また、市道桜ケ丘 1号、 2号線でございますが、郵古地内の国道 127

号線と市道 260号線を結ぶ道路でございます。受け入れた理由として幅

員 4m以上である乙と。 2つ自に起点が国道lと接している乙と。 3っ自に

道路周辺に家屋が連槍し、利用度が高い道路である乙とでございます。

大きな第 4点、排水路問題でございますが、その小さな 1点、館山小学

校周辺の側溝の問題でございますが、岡沼市営住宅東側の側溝については

現場を調査演みでございますので、順次整備をいたしたいと考えておりま

す。

次l乙小さな第 2点、館山電電公社績の都市下水路の件でございますが、

乙の排水路は擁壁、水路底等が傷み、道路にもその膨曹があらわれてきて

おりますので、 59年度において測量調査を計画いたしております。

以上、答弁を純わります。

04番{日下君敏君) ただいまの市長の御答弁で大略わかりましたので

ございますが、なお 1、 2点御質問いたしたいと存じます。

第 3点の市道の路線認定につきましては御答弁を了解いたします。よく

わかりました。

第 4点の排水問題につきましても大略了解いたすと乙ろでございますが、

なお 1、 2点お聞きいたしたいと存じます。館山小学校周辺のと乙ろでご

ざいますが、先ほども申し上げましたように大変住宅地化が激しくなって

いると乙ろでございます。ひとつなにぷんの早急なる工事方をお願いいた

す次第でございますが、ぞれと関連いたしまして、館山小学校に瞬接をい

たしましでただいま館山幼稚園の建設が行われております。入り口が館山

小学校の校庭部分を遭って一一唄在あそ乙に小学校と幼稚園の聞に 4mほ

どの排水があります。あそ乙を渡って行く乙とになりますが、幼稚園の園

児でございますので、静水が狭いとは申しながら、あそ乙 lと落ちる危険性

もございます。そういった乙とにつきまして、フェンス等々のものが張れ

るのかどうかという乙とが第 1点。
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ぞれと関連いたしまして、館山小学校自体の排水はくっついていると乙

ろもフェンスがございません。土手がございまして、木があるわけでござ

いますが、その辺につきましでも安全上一一一高学年の方は大丈夫といたし

ましても、小学校 1、 2年の方が落ちても一一あそ乙は一部田んぼが埋め

立てられました関係で流量が多いものですから、危険でございますので、

フェンス等のお考えがあるかどうかという乙とが 1点。

それともう 1点、小学校の城山寄りのととろに先ほど排水で聞きました

道路がございます。小学校との間の道路にガードレールがついております

が、角から 30mほどはついておりません。これは私も見tζ行きまして一

一越山小学授は校庭が狭うございますから、校舎の方で遊んでいて、現tζ

私が見ておりますとボールが飛んできて大変危険でございます。ガードレ

ールについて設置をする必要があるんではないかと思うのでございますが、

乙のフェンスとガードレールの 2点について簡単にお聞きいたしたいと思

います。

。教育長(安田豊作君) 第 1の幼稚園に接続すると乙ろについて、現在

幼稚園が工事中ですが、でき上がった時点で安全にしたいと思っておりま

す。

なお、西側の水路tζ欄がないわけでございますが、 ζ れは現在学校側と

いままで話し合っておったんですが、現在つくっております。

それから、東側の道路については高いと乙ろにガードレールをつけてお

るんですが、低い方にないわけですが、乙れについてはまた検討してみた

いと思いますが、学校としてはつけたいんですが、学校としては道が高い

ので、どうしても道側にっけなければいけないという乙とになっておりま

す。また話し合ってみたいと思っております。

04番(日下君敏君} ガードレールの問題ですが、道の方につけてもよ

ろしいんではないかというふうに思うんですが、いずれにしてもつける方

向で御検討願いたいと思います。

次iζ 、館山横橋の問題でございますが、市長の御答弁を承りまして、先

端については検討していくという乙とでございますが、実は乙の問題につ

きましては再三にわたりまして館山の連合会長、副会長でございます松本

さん等々が、やはり観光上からイメージダウンだという乙とで陳情が重ね
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られておると乙ろだと思います。事実やっておるわけでございます。

また、 51年 3月の議会におきまして同僚の安西益男議員からも乙の問

題について質問をしております。私も乙乙に抜粋を持っておりますが、乙

れを見ますと、市長さんの方が早急に現場を見た上で対処するということ

をお答えしております。そういう乙とですから、乙れは確実に見ていただ

いたと思うわけでございますが、検討するといいましでも、その後何らし

ておらないわけでございます。一体残骸そのものをそのまま放置しておく

のか、ぞれとも取り払うのか。あるいはまたあの辺はいい魚礁だそうでご

ざいまして、釣る人lζ とりましては、昔はイセエピなんかいたんで結構い

い場所ですよというようなことで、その分を再利用のようなかっ乙うで浮

島のようにするのか。検討中ではどの程度の検討なのかわかりませんもの

ですから、いま少し具体的にお聞きしたいと思います。

0経済部長(山田俊康君) 撤去の問題につきましでも検討いたしました。

市長からお答えいたしましたように多額の経費を必要とする、撤去するだ

けでも 500万以上かかるであろうというような乙ともございまして、乙

れを実際lと実施する場合にはクレーン船等を使わなければうまくいかない、

そういった乙と等も含めまして現在検討しているわけでございます。

04番(日下君敏君} どの程度の費用がかかりますか。

。経済部長(山田俊康君) 撤去そのものだけでクレーン船を使ってやる

場合でも、館山港内lζ クレーン船が他の事業等で曳航されてきたときを利

用しでも、やはり 500万近くかかるんではないだろうか、乙のように感

じております。

04番{目下君敏君) 大変お金のかかる乙とでございますので、いま直

ちにというわけにまいらぬでしょうが、何にしましても、あそ乙から館山

海岸に来る人はだれも見るわけであります。どうもあの残骸では一一→有方

lζ 置かれております、南方tζ行きますとわが日本軍の残骸が海にさらされ

ているそうですが町一一どうも観光館山のイメージから見ますと、やっぽり

いただけないんだという乙とでございます。クレーン船が来るという乙と

になると、いつ来るかわからぬという乙とでございますので一一一乙の問題

はわりとしつ乙く御質問させていただくという乙とになろうかと思います。

乙の横橋の問題ですが、乙の所有権は館山市にあるという乙とでよろしい
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でしょうか。

O経済部長{山田俊康君) 御指摘のとおり、館山市の財産でございます。

04番(目下君敏君) 4 6年当時に台風で捜されて、それを復旧いたす

というときに、相当壊れたので直そうと、一体館山市で直すのか、ぞれと

も乙の所有が千葉県にあるのかというととでいろいろ問題になった。千藁

県の方lζ聞いたらぱ、議事録等々を見ると所有権が横橋は県のものだとい

うような乙とがあったんだけれども、市の方が公有水面を埋め立てる権利

を獲得する上でも市の方にしておいた方がよろしいというような乙とで、

市の所有権という乙とにした上で原状に復したというふうにお聞きしてい

るわけでございます。もしそれならそれでもよろしいんですが、せっかく

直すには県の方が予算持っているわけでございますから、その際lζ 県tζ直

してもらって、もうちょっといまのようなぷぎまちゃ危いか勺とう忙して

もらった方がよろしかったんではないかと思いますが、そういう事実はあ

ったんでございますか。

0経済部長{山田俊康君) 担当の経済部長といたしましては、その事実

は聞いておりません。

04番(日下君敏君) 館山市というととでございますならば、それで大

変結構なととだと思うわけでございますが、何tとしても観光上から見ます

と、どうもあまりいい最色ではございませんもんで、ひとつよろしくお願

いいたしたいと乙ろでございます。

また、海岸周辺を見ましても、私、館山lζ在住きしていただいておりま

すが、北条海岸の方がどうもりっぱでございまして、北条横橋などは両サ

イド脇がございまして、どうも館山横橋は単に材木があるだけで、ストッ

パーなんかも伺のためにあのストッパーがつけてあるのかわからないとと

でございます。官尊民卑という乙とでいいますと北条尊館山卑、乙ういう

ひが自を持って言うとそういう乙とになりますので、館山海俸についても

よろしくお願いいたしたいと乙ろでございます。

無斜休憩所はっきましては、ひとつ前向きに検討していただくという乙

とでございますので、その時期がまいりましたならば、乙れについてお聞

きいたしたい。乙う思います。

私、いままでの御質問が、乙の横橋を観光のものだ、観光的のものなん
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だという立掛から御質問いたし一一私そういう乙とだろうと思っておるわ

けでございますが、乙の横橋の行政組緒上の管理と申しますか、ぞれはど

ちらがやっておるのでございましょうか。

0経済部長(山田俊康君) 市役所内におきましては経済部の所管でござ

います。現在、ぞれを醸の方では建設課所管という乙とで管理しておりま

す。

04番(目下君敏君) ですから、建設課というのは河川、港湾及び排水

の調査、設計及び工事施行という項目から、乙の横橋を管理いたしておる。

乙ろいうふうに私は承っておりますが、ぞうすると、あの横橋が道路の延

長であるという感じに建設課はなるんだろうと思うんです。道路の延長で

あるから、とりあえず歩ければよろしいという乙とで、観光的な面が欠け

るんじゃないかと思うわけでございます。ですから、いますぐ乙の建設課

から観光課の方に移せという乙とはできないでしょうが、ひとつ観光面か

ら十分検討する必要があろうかと思うわけでございます。単tζ歩ければい

いという乙とではございません。われわれ館山市民は観光施設のためにあ

るんじゃないかなと、あれが道路の延長であるというふうには承っておら

ないんじゃないかと思うわけでございますので、その辺の配慮をお願いい

たしたいと思いますが、どうでしょうか。

O経済部長{山田俊康君} 経済部担当でございます。たまたま建設課と

いう乙とでありまして、経済部の申lζ は商工観光課も入っております。そ

のような御懸念のないように今後も考えてまいりたいと思います。

04番{日下君敏君} 乙の建設謀、観光課の上に経務部があるという乙

とでございますので、ひとつ経済部で、広い立場で御検討願いたいと存じ

ます。

次に、スポーッの里づ〈りについてお聞きいたします。乙のスポーッの

里づくりはすでに本年度予算で計上きれ、当議会におきましでも十分鶴論

安も尽くした上で実行lζ移しているものでございますから、いまさらとや

かく言う筋合いのものではございません。

そ乙でもう一度、復習といいますか、確認させていただきますと、乙の

スポーッの里づくりは千葉県が行いました第 2次新総合 5ヵ年に基づいて

地域観光振興事業の推進という乙とから地域の事業指定を受け、館山市も
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観光掻興基本計画策定協議会というものを設けまして一一乙れには市御当

局も当然その委員として入っている、そういった申で、乙のスポーッの里

がよろしいんではないかという乙とになり、市も観光政策上積極的な姿勢

になって、乙のスポーッの里づくりに入ったというふうに理解してよろし

いでしょうか。

0経済部長(山田俊康君) 御指摘のとおりでございます。昭和 56年に

県の指定を受けまして、そうして地域観光振興計画を 56、 57、 2カ年

にわたりまして策定いたしました。 58年度から事業実施しております。

観光振興基本計画の申で提言されたものがスポーッの里づくり、そして当

面やるべき乙ととして乙れらが提言されましたので、それを事業化してい

るというのが事実でございます。

04番(目下君敏君} そ乙で、館山市が観光政策上大変よろしいという

乙とでスポーッの里をやろう。スポーッの里をやるについては事業協同組

合なる第三セクターと申しますか、そういうものをつくってやったらよろ

しかろうという乙とで、市の行政に基づいて行ったという理解でよろしい

と思いますけれども、乙の問題につきましては、さきの 9月議会でやはり

田沢組員がそのような乙とを聞いて、そういう乙とであるというふうにお

答えをいただいております。という乙とは、館山市も館山観光事業協同組

合と申しますか、乙れについては十分な行政及び行政指導を行うんだとい

う乙とでございますか。その 1点について。

0経済部長(山田俊康君} 当然、十分な指導を行っていきます。

04番{日下君敏君) 指導を行うと同時に、その事業組合が自主的lζ運

営していくんだという乙とだと思うのでございますが、先ほどの御答弁で

は大体 100日穣働をいたして何とか 2万 4000でしたか、入り込みが

あれば採算がとれるという乙とでございます。優秀な方々が立案し、優秀

な人闘が経営するわけですから、そのとおりだと思うんですが、もし万が

一、万が一ですよ、乙の採算割れが続いてどうも立ち行かないという事態

に至る場合位、乙の責任というとおかしいんですが、やはり事業協同組合

が責任をとるのか、それとも市もそれに入っていくのか、その辺の関係は

どうでございましょうか。

0経済部長{山田俊康君) 万が一という仮定の問題でございますので、
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私ども担当といたしましては、そのような乙とは絶対超乙り得ないと、ま

たそういう方向で指導あるいは協力等をいただいていくという乙とでござ

います。

04番{目下君敏君} と申しますのは、大幅な補助金ほぽ半績を補助金

でやるわけでございますから、一一明じ補助金でやった問題で自然休養村

の例がございまして、乙れについてはどうも当初の計画よろしくないので、

市の方も農協でございますか、それについて補助をいたそうという事態に

立ち至っているというふうに聞くわけですが、乙のテニスの問題も館山市

からも相当の税金が行っておるわけでございますので、そういった乙とで、

もし立ち行かないという乙とが一一恨定の問題でございますから、答えに ， 
くいとは思いますが、そういった乙とで館山市がどの程度入るのか、ある

いは自主的に事業協同組合がそれを整理するのか、その辺をお聞きいたし

たいと思ったわけでございます。

その採算の問題ですけれども、ただいま伺いますと、年稼働 100日を

目途で、乙の採算制の計算がしてあると、乙ういう乙とでございますが、

乙の 100日というのはど乙から出てきた数字ですか。

0経済部長(山田俊康君) 大体いままで他の先進地、県内ですと白子町

等には相当のコートがございます。最も効率的な運営という乙とで年間 2

o 0目前後まで効率的に運営ができた年もあるという乙とで聞いておりま

す。それから白子町でテニスコートを始めたときには、やはり 120--1

3 0日しか効率的な運営は初年度においてはできなかったという乙とも聞

いております。やはり乙れらの計画を立てるにあたりましては安全第一と

いう乙とで、事業協同組合としては、計画の申では 100臼穣働という乙 ' 

とで立てたものだと思います。

04番(目下君敏君) そういう御当局の調査が正しかろうと思いますが、

私が調査いたしましたと乙ろによりますと、白子町が 100日から 120、

全盛期になってもうちょっとよろしかろうというふうに聞くわけでござい

ます。館山の場合はどうかと、自子の方は全国的lζ有名になっております。

館山の方はまだまだ乙れからという乙とでございますので、 100日を切

って計算を掛けた方が、ただいま経済部長がおっしゃった安全第一という

面からは、その方がよろしいんじゃないかなと、乙う思うわけでございま
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す。現実には 100日ではなくて、 60から 10乙の程度で掛けた方がい

いような気がいたすわけでございますが、それは乙れから事業協同組合が

実際やっていくわけでございますから、ぞれはそれでよろしいと思います。

コートの問題ですが、当初クレーコートでやるんだという乙とでやった

わけでございますが、今度変更になりましてグリーンサンドを 11面使う

というふうになったように聞いておりますが、なぜ変更になったんですか、

簡単にお聞きいたしたいんですが。

0経済部長{山田健康君) 事業協同組合の方々が先進地域をいろいろと

視察されました結果、やはりグリーンサンドを採用した方がいいという乙

とで、乙のようになりました。

04番(目下君敏君) わかりました。時間の関係もございますので。

それと私、経済委員会iζ本議会では属させていただいておりますもので

すから、ひとつ簡単に入札等々についてお聞きいたしたいんですが、先ほ

ど入札が 11月 28日に行われたという乙とでございます。落札した業者

はど乙でしょうか。

0経済部長(山田俊康君) 三菱建設、長谷川パイプ施設、渡辺建設の共

同企業体が落札しております。

04番(日下君敏君) 共同企業体というのはジョイント形式という乙と

だろうと思うんですが、今後一一ー乙れはそういう協同組合とはちょっと厳

れまして、市御当局がとういったジョイント形式をとっていくのか、とっ

ていくとなると、そのジョイントのメリットはどうか、デメリヲトはどう

かという乙とを簡単にお聞きいたしたい。あるいはまた一括でやるのか、

分割でやるのか、簡単位御答弁顕いたいと思います。

。総事部長{鶴岡卓樹君} 共同企業体についてお答えいたします。

お尋ねのように、建設工事はっきましては量の増大とか大型、特殊化そ

ういう乙とで、いろいろそのほかに施行能力、中小企業と大企業の能力差

がある、そういう乙とで受注機会を与える、そういう乙とにかんがみまし

てジョイントベンチャ一方式ができております。

それで、メリットなんですが、おおよそ考えておりますのは、たとえば

信用力、融資力の増大等が考えられます。危険負担の分散、授衛力の拡充

強化、それから工事施行における確実性の向上といいますか、それらが具
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体的には主なメリットだと思います。ただ、具体的にデメリットは十分検

討しでございませんが、当市の場合は限られた企業数、その場合lζ一つの

審査基準がございまして、お金の工事量iとよりまして 10社なり、 20社

なりを予定する工事がございます。その場合lと対相手となります市内の業

者がいるかどうか、そういうデメリットが考えられます。

04番(目下君敏君} わかりました。

何はしましても、乙のスポーッの里づくりはいままでになかった内陸観

光を促進させるという乙とで大変な事業だろうと思うわけでございます。

乙れがどんどん発展しますと、乙れからも観光客が来て館山市の観光もよ

くなるという乙とだと思いますが、乙の問題に関して見ますと、やはり市

御当局が乙ういう乙 rがよろしいというととで始めて、ぞれに観光業者が

乗った。しかし、 2儲からの資金のうちの 1健は補助金であるとしても、

1傭は民開業者が負うわけでとぎいます。ぞうすると、返済するのは業者

が自分のふと乙ろから返済するものでございますから大変でございます。

全面的に皆さんも協力しているだろうとは思うんですが、一部の申にはど

うも大丈夫かなという懸念を抱いておるような乙ともあろうかと思います

ので、ひとつ乙の問題につきまして市の方も十分パックアヲブをしていた

だいて、よろしくお顕いいたしまして私の質問を終わらせていただきます。

O議長(石井 正君) 以上で、 4番議員君の質問を終わります。

次、 2番議員田沢勝信君御登壇願います。

( 2番議員田沢勝信君登壇}

02番(田沢勝信君} 私は、さきに通告いたしました 2点について御質

問申し上げます。

まず第 1点は、株式会社安房自然村井手口 正社長の館山市民 9名の畑

地及び山林の無断使用並びに建築基準法違反行為、農地法違反行為に関し

ての館山市行政の対応についてお伺いしようとするものであります。

すでに、館山市農業委員会によって現地調査あるいは当事者双方からの

事情聴取もされたようでありますが、本事件の概要と経緯を明らかにし、

確認の上で細部の御質問をいたします。

きて、本事件の概要でありますが、株式会社安房自然村社長井手口 正

氏は、昭和 52年頃から黒川国治氏所有にかかる館山市布良 861番地の
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1 1所在の山林上に地権者lと無断で幅員 6m、長き 10 0 m にわたる未舗

装道路を敷設し、黒JII闇治氏所有の土地を侵奪しております。

また、同年頃から小谷明子氏所有にかかる館山市布良 899番地所在の

畑地を約 90n{にわたり削り取るなどして破壊し、同人所有にかかる 64 

0番地 22所在の山林上に地権者lζ 乙れまた無断で幅員 80畑、長さ 26 

m にわたる未舗装道路を敷設し、小谷明子氏所有の土地を侵奪しておりま

す。

昭和 54年には、青木光江氏所有にかかる館山市布良 555番地の 11 

所在の山林上民地権者に無断でおのおの幅員 2m、長さ 10 3 m にわたる

未舗装道路 2本を敷設し、また青木光江氏所有にかかる 64 0番地の 34 

所在の山林上tζ無断で幅員 1. 3 m、長さ 80舗にわたる未舗装道路を敷

設し、同人所有にかかる 640番地の所在の山林上lζ地権者lζ無断で幅員

1 m、長さ 1O'm にわたる舗装道路、一部未舗装道培を敷設し、青木元広

氏所有の土地を侵奪しております。

同じく、昭和 54年頃より小谷竹松氏所有にかかる館山市布良 636番

地所在の畑地区地権者に無断で幅員 2m、長さ 10mにわたり未舗装道路

金敷設し、また小谷俊夫氏所有にかかる館山市布良 811番地所在の畑地

上位地権者に無断で幅員 80畑の未舗装道路を敷設し、小谷俊夫氏所有に

かかる 561番地所在の畑地上lと無断で幅員 5mの未舗装道路を敷設し、

小谷竹松氏及び小谷俊夫氏の土地を侵奪したままであります。

さらに、株式会社安房自然村は、昭和 55年lζ至り小谷寿男氏所有にか

かる館山市布良 692番地、開 682番地、間 690番地所在の畑地上lζ

地権者に無断で幅員 2m、長き 39mにわたる道路、一部コンクリート舗

装を敷設し、同入所有の 612番地の 13の山林では山肌を無断で幅員 s
m、長さ 80 m にわたって削り取るなどして破痩し、さらには同人所有の

653番地、同 655番地所在の畑地上に無断で幅員 2mの舗装道路、コ

ンクリートを敷設し、開 64 0番の 13所在の山林上にも無断で幅員 80 

側、長き 16mにわたる未舗装道路を敷設し、小谷寿男氏所有の土地を不

当に侵奪しております。

同じ昭和 55年には、さらに黒川三之助氏所有にかかる館山市布良 65 

4番地、同 656番地所在の畑地に地権者lζ無断で幅員 1m、長さ 49 m 
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にわたるコンクリートの舗装道路を敷設し、同 64 0番の 12所在の山林

上に無断で幅員 80an、長さ 39mにわたって未舗装道路を敷設して黒111

三之助氏所有の土地を乙れまた不当、不法lζ侵奪したままであります。

さらに、株式会社安房自然村は、昭和 58年 4月頃より小谷秀雄氏所有

にかかる館山市布良 54 9番地所在の畑地 56 m"上に地権者に無断でゴル

フ練習場を造設し、小谷秀雄氏所有にかかる 524番地所在の畑地 221

d上に無断でゴルフ練習場に付属する打ち込み場の建物 1棟を建設し、ま

た小谷明子氏所有にかかる 54 3番地所在の畑地 25 1 n{ にも無断でゴル

フ練習場を造設し、さらに黒JII穂太郎氏所有にかかる 552番地所在の畑

地 24 1 mt上に地権者に全く無断でゴルフ練習場を建設し、なおかっ同練

習場の整理棟 1榛を建設するなどして、もって小谷秀雄氏所有の土地 56 

d、小谷明子氏所有の土地 25 1 mt、黒川随太郎氏所有の土地 241n{を

不法に侵奪し続けております。

さらに、つけ加えて申し上げますが、御承知のとおり株式会社安房自然

村井手口 正は、いま申し上げた館山市民 9名の土地を不法に侵奪してい

るばかりでなく、農地法第 4条tと定められた農地転用申請すら怠り、建築

基準法第 6条 1項 4号で定められた建策確認申請すら行わず今日まで不法

行為を続け、しかも株式会社として営業を続けるばかりか、被害者の土地

に通ずる安房自然村への出入りを禁ずる立て看板等を表示するに至ってお

ります。

以上が、本事件の概要でありますが、次iζ本事件に至る経緯の揖要を申

し上げます。

株式会社安房自然村井手口 正社長は、昭和 4 9年頃から葵開発工事株

式会社代表取締役井手口 正が買収を始めた館山市布良地区の山林、畑地

上などを利用して、南房総国定公園内の景勝地l乙ハイキングコース、宿泊

施設などをつくり、安房自然村として一般に公開しております。

と乙ろで、安房自然村のオープン lζ伴い、前記地権者の所有する土地が

自然村の拡張に必要とされたためか、昭和 50年頃前記 9名の地権者のう

ち何人かの者に、その所有土地を自然村lζ売却してほしい旨話を持ち出さ

れ、現に株式会社安房自然村の関係者が訪問するなどしておりますが、地

権者はその要望を拒絶し、以後交渉は一切なかったというふうに聞いてお
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ります。

しかしながら、昭和 58年lζ至り、地権者小谷秀雄氏所有の畑地比大型

ブルドーザーが入り込んで、その土地を削るなどして大々的な工事をして

いる乙とを発見し、また同株式会社安房自然村のリゾートマンション計画

の同意書を求められ現地を紡れた地権者は、別の土地がすでにさまざまな

形で侵奪されている乙とを発見しております。

地権者らは、昭和 58年 4月以来株式会社安房自然村に不動産侵奪、農

地法違反、建築基準法違反行為を指摘し、抗議をし、原状回復を求めて話

し合いも進めてまいったようでありますが、地権者の主張は株式会社安房

自然村の受け入れるものとはならず、今日まで悪質ともいえる株式会社安

房自然村の不動産の不法侵奪行為あるいは建築基準法違反行為または農地

法違反行為が続けられているのが現状かと思います。

乙の問、昭和 58年 8月には新聞等のマスコミにより、安房自然村の ζ

れらの行為が建築基準法違反行為あるいは農地法違反行為と報道されるに

及び、館山市農業委員会が調査に乗り出し現地調査、当事者双方から事情

を聴取され、指導もされたように伺っております。

地権者等は、不法行為の是正に応じない株式会社安房自然村の誠意のな

い態度にやむなく昭和 58年 10月 23自に館山警察署に告訴するに至っ

ております。

また、当農業委員会も昭和 58年 11月 1日付で千葉県に対し、安房自

然村の農地違反転用報告書を提出されております。

以上が、株式会社安房自然村の不動産侵奪行為及び建築基準法違反行為

並びに農地法違反行為の概要と経過のあらましであります。

そ乙で、御質問申し上げます。まず第 1点lζ 、いま私が申し上げた安房

自然村の館山市民 9名の地権者の方々の不動産を侵奪し、また建築基準法

違反行為、農地法違反行為の揖要と経過について、乙のとおりであると御

確認できるか。同じく、乙のような不法行為についてどのような所見をお

持ちか、お伺いいたします。

第 2応、ゴルフ練習場打ち込み場の建物 1棟並びに同練習場の整理棟の

建築に対し、安房自然村からは建築確認申請も出ていないようであります

が、乙の乙とに闘しとれまでの指導がありましたら、どのような指導であ
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ったのか。

第 3tζ 、さきに申し上げたとおり、地権者の方々は安房自然村の誠意の

ない態度に対し、不法行為として館山警察署iζ告訴しております。その後

tz:館山市農業委員会より農地違反転用報告書が県に提出されております。

乙の報告書を見てみますと、乙れまでの指導として「地権者と円満解決の

上、転用申請手続をとるよう指導した」とあり、かっ、意見として「岡上J

となっております。地権者の方々は農地法違反としても告発しているわけ

でありますが、館山市農業委員会の報告書申の意見は、違反行為を追認し

続けていくような印象を与えているのではないか。関連して、館山市農業

委員会の意見としては原状回復の必要あり、そのような認識に立てないの

か。

以上が、私の第 1点目の質問であります。

引き続きまして、大きな第 2点の御質問をいたします。館山市職員の給

与引き上げについて所見をお伺いしようとするものであります。

御承知のとおり、人事院は 8月 5自に 58年度の国家公事員の給与改定

について、一般職で定界を除いて平均 6. 4 %、績はして 1万 5230円

を4月にさかのぼって引き上げるよう内閣と国会lζ対して勧告をいたしま

した。その際、人事院総裁は、昨年度の凍結の異常事態を踏まえ、人勧制

度は国家公務員の労働基本権制約の代償処置であり、ほとんど唯一の給与

改善の手段である乙とを強調した上で、①全職員の給与改定が実施きれな

いのは士気、生活の影響が重大で裸〈憂慮する。@同じ身分の公企体の職

員の昨年の給与は仲裁議定の実施で改定されており、不均衡が生じている

などを例年になく特に指摘し、すみやかな完全実施令強〈要請したと言わ

れております。

人事院勧告は、春闘終了後に民間の給与、ボーナス、諸手当について調

査し、公務員の給与水準lζ比較して官民の格差を是正するものであります。

また、昨年の日本政府の人勧凍結という態度には国際的にも批判が広が

り、今年 2月の 1L 0理事会は、人勧凍結を遺憾であるとし、蛍働組合権

の制約lζ対する一つの代償処置が当該公事員lζ保障される乙とを強く希望

するという勧告を採決しているわけであります。

また、申曽根首相也、すでに 3月の衆議院予算委員会では与野党聞の話
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し合いも、人勧については最大限噂重するという乙とで、その線に沿い乙

れを守っていくと答弁しております。しかしながら、さきに開催された国

会では人事院勧告を無視し、 1L 0勧告すら無視し、しかも俸給表すら無

視し、アップ率にして 296の給与改定法を自民党単独で強行採決してしま

いました。当市におきましでも年末の、年の瀬が迫ったいまでも、昨年の

市職員の給与凍結に引き続いて 83年度分の給与も引き上げられないまま

になっております。

そ乙で、御質問申し上げますが、さきの 6月定例会で、私どもの市職員

の給与引き上げについての質問に対する申で、人事院勧告は韓重する乙と

に異存はないが、園、県の動向を見守った中で対応していく旨市長の答弁

がされておりますが、 83年度の市職員の給与引き上げについてどのよう

に考えておられるのか、御質問申し上げます。

以上、大きく 2点にわたり御質問申し上げましたが、市の明確な答弁を

お願いし、答弁lとよりまして再質問きしていただきます。

0議長(石井 正君) 午前の会議は乙れにて休憩とし、午後 1時再開と

いたします。

午前 11時 55分 休憩

午後 1時 o1分 再開o.長{石井 正君) 午後の出席議員数 24名、休憩前記引き続き会離

を開きます。

答弁願います。

{市長半海良一君登壇)

0市長(半海良一君) 田沢議員の質問にお答えをいたします。

大きな第 1点、株式会社安房自然村の不動産侵奪及び建築基準法違反及

び農地法違反についての御質問でございますが、株式会社安房自然村の不

動産侵奪については、被害者同盟の方が警察当局へ告訴したと伺っており

ますが、警察当局においても現在調査中だというふうに伺っております。

建築基準法違反及び農地法違反については、許可権者はいずれも県知事

にありますので、それぞれ関係機関を通じて報告しでございます。なお農

地法違反関係につきましては、農地転用関係事務指針はより現場調査及び

事情聴取を行い、農地法第 5条の許可権者は知事でありますので、擦に事
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案報告を行っております。

市長lと対する原状回復を求める申し入れについては、まず、すでに事案

が告訴されたものである乙と、また次に許可権者は知事にある乙との理由

から、農業委員会にすでにその乙とを伝え、県の指導を得るよういたして

ございます。県の指導を受けまして法が正しく運用され、市民の権利が守

られるよう期待するものでございます。

大きな第 2点、市職員の給与引き上げについてでございますが、本年度

の職員の給与改定については、本市の場合、従来から千葉県に準じて実施

しておりますので、 10月19日の県人事委員会勧告に伴い、県がどのよ

うに実施されるか、その動向を見きわめた上で対処いたしたいと考えてお

ります。

以上、答弁を絡わります。

02番(田沢勝信君) ただいま、第 1点目の件につきまして、小さな第

1点の件につきまして、乙れまでの本事件の概要と経過について私が申し

上げたとおりでよろしいのかどうなのか、その乙との御纏認をまず願った

わけでありますが、乙の件につきましては、館山市農業委員会が調査した

模棋でありますから、私が申し上げた事件の概要と経過についてそのとお

りであると確認してよろしいのかどうなのか、御意見を賜りたいと思いま

す。特tと乙の件につきましては、農業委員会からお答えを願いたい。そう

いうふうに考えます。

0農業委員会事務局長(庄司 徹君) 田沢議員さんのただいま御照会あ

りましたいままでの経過、それからどのような所見を持っかというような

乙と lとつきまして、経過を御報告申し上げます。

8月13日頃、ある議員さんから御照会いただきましたし、新聞記者さ

んからも同件について照会ございました。 8月 15日農業委員会の事事局

のみで現場調査、その事情聴取を行ったという乙とになります。自然村の

井手口社長、それから豊田専務夫人、それから被害者同盟の 12名の方と

も面接をいたしたわけでございます。

そのときの指導といいますのは、やはり農地法は双方の申請に基づくも

のでございます。渡し人すなわち地主、ぞれから受け人、権利を設定して

転用を行おうとする者双方からの申欝でございます。そういうような観点
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から、正式な手続に基づく双方申請であるから、ぜひ円満な解決をした上

で農地法 5条の申請をするように指導をいたしました。

ぞれから 8月 17日、ぞれから 8月21日乙れらにつきましては新聞祇

上で一部報道されました。

8月 23日に安房自然村の豊田専事ほか 1名の方が農業委員会に出頭願

いまして、ぞれらのゴルフ練習場、ぞれから遊歩道そういうようなものに

ついて書類等、図面そういうもの金提出きしていただいたわけで、それに

ついての再度の事情聴取を行ったわけでございます。

それから、 10月23自に安房自然村の井手口社長と豊田専麓の 2人を、

先ほど組員さん御指摘のとおり、新聞紙上によりまして不動産侵奪の告訴

を行ったというととでございます。その時点におきまして警察の方からも

農地法の事情聴取というようなとともとぎいました。警察tζ おきましては

先ほど市長がお答え申し上げましたように慎重に取り扱っているというと

とでございます。

それから、 10月27自にさらにそういうような新聞関係が告訴という

ような乙とも伺った関係から再度会社側の豊田専務さん、ぞれから被害者

側の黒川三之助さんほか 8名の方の事情聴取を行ったわけでございます。

うちの方の関係でとぎいますが、議員さんの言われましたように、その

とおりであるかどうかという乙とはっきましては、先ほど申し上げました

ように不動産侵奪という乙とにつきましては、乙れは刑法の適用を受ける

わけでございます。ぞうすると、私どもとしては、その権者はあくまでも

警察にあるという解釈から、やはり類推解釈をすべきではないか、警察等

でそれらの乙とが慎重に決められた段階を踏むべきではないかというふう

に考えております。

それからなお、告訴をされたという段階で、いままで農地の事案の報告

を行っておったわけでございますけれども、農地の違反転用というんです

か、事案報告に切りかえまして一一乙の面につきましては御指摘のとおり

でございます。県の方へ、安房支庁の産業課と私どもで県の農地課に赴き

まして文書を出して来たという乙とになります。

以上が、いままでの経過でございます。

02番{田沢勝信君) 私どもの調査によりますと、すでに安房自然村の
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社長及び豊田専君臨の答弁の申にも、さきに申し上げた 9名の地権者の土地

を無断使用したと、そのような言明がされておりますが、乙の点について

は御確認できますか。

0農業委員会事務局長(庄司 徹君) 乙の件につきましては、私ども事

情聴取して県に報告するという乙とでございまして、双方の言い分をその

まま県の方へと伝えたという乙とになるわけでございまして、無断使用で

あるかどうかという確認、乙れにつきましては検察当局が行うべきもので

あろうというふうに思っております。

02番{田沢勝信君) ただいま、本件は告訴をされた事件でありますか

ら、乙の件につきましては警察の調査権限になる。そのような答弁がござ

いますが、私は乙の件はっきまして、農業委員会が調査の段階で無断使用

しているそのような判断があったのではないか、そういうふうに考えます

が再度、そういう現実の社長の答弁なり、安房自然村の関係者の答弁なり

なかったのかどうなのか、御確認をしたいと思います。

0農業委員会会長(斎藤 明君) ただいまの質問に対してお答え申し上

げます。

無断使用の点についてどうかという乙とでございますけれども、乙の件

につきましては会社側も乙れを認めておるわけでございますので、当然う

ちの方は、ぞれをそのままのとおりに県の方に報告してあります。

02番{田沢勝信君} わかりました。

本件については、まず確認できるのは、安房自然村が乙の 9名の者の土

地を無断使用した。その旨を安房自然村も公言しておるし、その旨農業委

員会としても県民報告した。そういう乙とを改めて御確認いたします。

きて、細かな第 2点の質問tζ移りますが、本事件が建築基準法違反であ

るかどうか、その申請手続がされているのかどうなのか、その乙とをまず

御確認をしたいと思います。

0経済部長(山田俊康君) 建築確認申請をしておりません。

02番(田沢勝信君) 許可権限事項は千葉県知事はありますが、乙の申

請の窓口は館山市で行っているんじゃないかというふうに思います。

そ乙で、御質問いたしますが、確認申請を出してない乙とはっきまして、

市といたしまして何らかの指導を行ったのかどうなのか、その乙とを再度
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御質問いたします。

O農業委員会会長{斎藤 明君) ただいまの確認申請という乙とでござ

いますけれども、御承知のとおり農業委員会というものは、双方から申請

された事案に基づいて審議を重ねるものでございます。その手続等はまだ

とられていないものでございますので、ぞれについて乙乙でお答えすると

いう乙とについては、うちの方はまだその段階でございませんので一一ーた

だし、事実現場を調査した結果、建築確認がおりないのにやっておるとい

うことも、乙れはわかりましたので、県の方にも通じまして報告を申し上

げ、県の指導を得るようにという乙とで、直ちに営業の面につきましでも

差しとめを、営業をとめてくれというような申し入れもしである乙とも事

実でございます。それ以上の乙とはできませんので、よろし〈お願い申し

上げます。

02番(田沢勝信君) 関連しまして、館山市の農業委員会から違反転用

報告書が上がっていますが、乙の報告書を見ますと、農地法第 5条の違反

になる。そのように書いであります。私が考えるには、農地法第 5条は農

地転用のための権利の移転の制限事項の許可事項であります。したがって

私は、本事件は農地法第 4条農地の転用の制限乙れはあてはまるんじゃな

いだろうか、そのように考えるわけであります。

いま、農業委員会からの答弁tとよりますと、双方から第 5条の申請が上

がっていない。そのような答弁でありますが、私は、乙の事件は他人の土

地を無断で使用し、しかも畑地を勝手lζ農地以外lζ転用している。乙うい

う事例は農地法第 4条に適用されて行政指導がされるべきではないかと、

そのように考えますが、いかがですか。

O農業委員会会長(斎藤 明君) 御指摘のとおり、第 4条という乙とに

なりますと、名義人は当然会社側のどなたかの名義になるわけでございま

すけれども、乙れらの手続も当然まだとられてないという乙とでございま

すので、 4条tとも該当しないという乙とになるわけでございます。

5条の場合lとは双方から、 4条の場合lとは自分の名義の土地lζ家を建て

るという乙とでございますので、所有者 1人の申請によってうちの方は事

務処理をするわけでございますけれども、まだ井手口社長の名義になって

おる土地はないという乙とでございますので、 4条という乙とも乙れは該
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当して乙ないという乙との見解を持つわけでございます。したがいまして、

従前いままで持っておられた権利者、それから義務者双方手続をとってく

れないといかぬわけでございますので、 4条iζ も該当していないという乙

とでお答え申し上げるほかはございませんので、よろしく。

02番(田沢勝信君) ただいまの答弁を聞いていまして、どうも本事件

にかかわる農業委員会の姿勢の問題でありますが、手続の問題iζ終始して

おるように聞えてなりません。

私は、農業委員会は農地法の順守、農地を守っていく、そのような基本

的な立場があろうかと思いますが、乙のように地権者に無断で、しかも農

地法に違反して転用している、乙の乙とについて改めて農業委員会として

の所見をお聞かせ願います。手続の問題じゃなくて。

0農業委員会会長{斎藤 明君) 私ども農業委員会の姿勢といたしまし

ては、あくまでも農地を保全する立場でございます。したがいまして、無

断転用とか、無断許可をしてそ乙に建物を建てるという乙とについてはも

ってのほかでございますので、厳重lζ抗砲も申し入れなければいかぬわけ

でございますので、それぞれの立場の関係機関の指導を受けながら一応通

告はしであるわけでございます。

うちの方は、あくまでも農地サイドに立って、農地の保全を図る立場で

ございますので、転用ばかりを進めている委員会ではございませんので、

その点は誤解なさらないようにひとつお願いを申し上げます。

02番{田沢勝信君) ただいま、農地法違反lと対して抗議もしておる。

しかるべき指導を受けながら抗議をしているという答弁でありますが、具

体的にはどのような抗議をなさったのか、その点について再度御質問いた

します。

また、乙の違反転用報告書を見ますと、地権者らが警察署lζ告訴して以

来、なおかっ農業委員会の意見として地権者との円満解決の上、申請手続

をとるよう、そのような意見書を添付しております。私は、いま答弁があ

った抗議をしている、そのような認識があるならば、乙の意見書の申iζ原

状回復が必要だ、そのような意見が添付されてもいいんじゃないかという

ふうに考えております。と乙ろが、農業委員会の意見は全く遭っておりま

す。乙の乙とに関しまして、農業委員会といたしまして県に対して原状回
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復の要あり、そのような認識の文面なり、要請なりができないものなのか

どうなのか、乙乙で答弁をお願いします。

0農業委員会会長{斎藤 明君} お説のとおりでございます。よって、

県の方lζ対しましては一一原状回復命令乙れはうちの方で単独で出す乙と

はできませんので、県の指導を得ながら一応乙ういう事例があるんだとい

う乙とは詳細にわたって報告は申し上げておるわけでございますので、県

の方の、あくまでも行政機関の指導金受けながら、関係機関の指導を得な

がら一応通告も出しているわけでございますので。

02番(田沢勝信君) 私がいま質問申し上げたのは、確かに本件はっき

まして原状回復命令なりは千藁県知事の権限であります。しかしながら、

本件につきまして農業委員会としての意見は県知事足出す乙之ができる A

じゃないかというふうに患っています。乙の意見が、地権者と円満解決云

々となっておりますので、乙れに対して農業委員会としまして安房自然特

に抗議なりしておるようでございますので、地権者の主張を入れまして原

状回復の要あり、そのような意見を県に上げる ζ とができないのかどうな

のか、その乙とをいまお尋ねしているんでありますが、どうですか。

O農業委員会会長{斎藤 明君) ごもっともでございます。しかし、本

件につきましては告訴に踏み切られておるというような乙ともございます

し、通常私どもの事務サイドにおきましては刑法なり、民法なり一一嘆す

るに告訴に踏み切られたものについては一応委員会としては、いままでの

慣例の申ではそれらの司直の手におまかせするという乙とで、農業委員会

の手の届かないようなと乙ろに置かれてしまうという乙とになるわけで、

したがって、問題がすでに警察、司直の手の方lζ入っているという乙との

事例になりますと、あまりにも深入りする乙ともうちの方のいままでの慣

例からよりますとできませんので、乙れは当然被害者同盟なる方々にも面

接したときにお伝え申し上げてあります。乙れ以上の乙とはもうできなく

なってしまうのでよろしく、話し合いの申でする乙とならば、いつでも仲

介の労は惜しみませんけれども、告訴なりに踏み切られますと、うちの方

ではそれに関与するわけにいきませんという乙とでお答えを申し上げてい

ると思うわけでございます。

02番{田沢勝信君) 最後に、本件についていま御確認できるのは、乙



の安房自然村が他人の土地を無断で使用している、乙のととが 1つ確認で

きます。もう 1つは建築基準法違反行為、申請をしていない、乙のような

乙とも確認できます。また農地法lζ違反している。乙のととについても現

状として確認できるんじゃないかというふうに思います。

そ乙で、最後lζ御質問申し上げますが、乙ういう違法行為を続けており

ながら、なおかつ営業している。乙の乙とに対してどのような対処をして

い〈のか、乙の乙とを最後に 1点質問申し上げたいと思います。

0農業委員会会長{斎藤 明君) 最後の質問にお答えいたします。

乙れは、許可のおりてない土地は使用してはいかぬという乙とでござい

ますのがたてまえですので、当然また県の方lとも申し入れ、またうちの方

からも県の方から遇遣が来たとおり、会社側に使用する乙とは許可のおり

るまで差し控えていただくよう申し入れるつもりでございます。

02番{田沢勝信君) 第 1点目の私の質問に対してお答え唱を願いました

ので、本件についてはわが覚を遣しまして県会の申でもさらに追及を裸め

てまいりたいと思います。

ぞとで、大きな第 2点目の質問lζ移ります。先ほど館山市磯貝の給与引

き上げについて市長の答弁は、千葉県に準じて実施しているので、県の動

向を見きわめながら対処していきたい、その旨答弁があったわけでありま

す。

そ乙で、再質問をいたしますが、さきの臨時国会の申で、国家公務員の

給与改定が 296という乙とで、自民党単独によって強行きれました。乙の

乙とを見たときに、私はもはや人勧制度そのものをゆるがすような事態に

至っている。そのような認識に立っております。

市長は、 6月の私の質問に対しまして人事院勧告の制度を尊重したい。

またそれに加えて国と県の動向も考えて対処してまいりたい。そのように

答えておりますが、いま市長といたしまして、国が 296という乙とを決定

しておりますが、市職員の給与引き上げを考えた場合、乙の人勧制度を無

視したような 296tζ拘束されていくのかどうなのか、市長の御見解を聞か

せてほしいと思います。

。市長{半海良一君) それを順守してやってい智たい。

02番(田沢勝信君) 順守してというふうにいま答えられましたが、あ
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まりよくわかりませんので一一乙れまで市長は人事院勧告を尊重するとい

う乙とも答弁されておられます。県、国の動向を慎重に見きわめて判断し

たい。そのようにも答えております。

そ乙で、 83年の市職員の給与引き上げについて、いまお考えになって

いる乙と、乙の国の 296tζ強く拘束きれるのかどうなのか、そのととの所

見をお願いしたいと思います。

0市長{半滞良一君} 拘束きれるというと語幣がありますけれども、園、

県の指導に従う。

02番(田沢勝信君} 私は、市の職員の賃金は昨年も凍結され、そうし

ていまだ 83年度分の勧告すら実際上は出されていないわけであります。

ただいま市長は、国の 296tζ拘束とまではいかないが、強〈影響を受け

ざるを得ないだろう。そのような旨の答弁があったわけでありますが、乙

の 296の給与引き上げではあまりにも市の職員の生活を改善するものにな

らないし、しかも市崎員の給与引き上げは市職員の生活の安定のみばかり

でなく、乙の館山市経済にも大きく影響するものだと考えております。そ

ういう意味で、乙の 296という賃金引き上げは勤労者の生活を改善してい

くものなのかどうなのか、どのようにお考えになっているのか、市長の所

見をお聞かせ顕います。

。市長(半海良一君) 2.196アップという園の率について、いろいろ

乙れは見解の分かれると乙ろでありますけれども、私どもとしては、市町

村としては国や県の指導に従わざるを得ない。

02番(田沢勝信君) 私は、市の職員の先頭に立つ者として園や県の指

導iζ従わざるを得ない、そのような見解はたびたび聞いておりますが、乙

の 296という状況が果たして市の職員の生活を安定していくものと考えて

おられるのかどうなのか、その乙との所見を聞いたわけでありますが、再

度その点はっきましてお願い申し上げます。

0市長(半海良一君) 安定するかどうかについては、私は何とも申し上

げられません。

02番(田沢勝信君) 市の職員の生活について、 296の引き上げでは何

とも申し上げられない、安いとも高いとも、改善するともしないとも申し

上げられない。乙のような答弁で非常に残念なわけであります。
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時間の関係もありますが、私は、市長はぜひ市職員の先頭に立つ立場か

ら、きちんと乙の 296の基準の問題はっきましては所見を持って今後の嶋

員の給与引き上げについて検討していただきたい。そのような要望を強く

申し上げて、今回の 2点はっきましての質問を終えきしていただきます。

O議長{石井 正君) 以上で、 2番犠員君の質問を終わります。

次、 20番議員石井武敏君。御登壇願います。

( 2 0番議員石井武敏君登壇}

020番(石井武敏君} 私は、すでに通告しでございます数点につきま

して御質問を申し上げたいと思います。

私の通告しました質問は、 1 新年度予算編成にあたり市長の基本構想

及び重点施策についてどうか、 2 老朽市営住宅の建てかえ促進と修理個

所の修復について計画はどうか、 3 重度身障者、精樽者の施設の建設を

県へ働きかける乙とはできないか、 4 父子家庭の福祉の推進についてど

う考えますか、 5 ボラシティア活動の拠点を設置充実できないか、 6

図書館の増築と今後の運営について計画を示していただきたい、等 6点に

わたって御質問を通告してございます。

第 1点はっきましてでございますが、乙れは新年度予算編成時はちょう

どあたっておりまして、いろいろと作業も進められておる乙とと思います。

乙の 59年度は園や地方ともにさらに厳しい財政環境が予想されるわけで

ございます。乙れは周知のとおりでございます。乙うした申で財政の効率

的な運営を進めながら市長がどのように市民の生活向上のために対応して

いくか乙れは注目をされると乙ろのものでございます。新年度の市長の予

算編成の取り組み方、つまり財政運営の見直しをどのように行っていくか、

また、生活環境基盤整備をどのようにしていくか、あるいは住民の行政需

要にどのように対応した福祉ゃあるいは文化の分野におげる行政サーピス

を実施していくか等々さまざまな角度から乙れらが検討なされている乙と

と思いますが、乙れらの基本となる市長の構想及び重点施策につきまして

御説明を承りたいと思うのでございます。

次iζ 、第 2点の老朽市営住宅の建て替え促進と修理個所の修復について

でございますが、当市の市営住宅も古い建物、建造物としましては、昭和

2 4年建設のブロックづくり北条市営住宅、あるいは昭和 35年建設の木

-58-



造平家建て笠名市営住宅、また昭和 31年の木造平家建て大賀市営住宅等

々がありますが、時代lζ適合した建物lζ建て替えるととができないかどう

か、乙の点につきましてお考えをお示し願いたいと思うものでございます。

また、修理を必要とする個所が大分あるように思うわけでございます。

乙れらは日常茶飯事的に、私たちの耳区、 「乙乙を直していただきたい J、

「あそ乙も乙うだ」というような御意昆を賜わる次第でございますので、

乙れらの改善計画がありましたら御説明をいただきたいというように考え

ます。

次tζ 、第 3点目の重度身障者、精薄者の施設を周辺市町村と共同し建設

の要請を県民働きかける乙とはできないかという質問であります。当市は

申すまでもなく県北の都市に比較をしまして温慢な気温に恵まれておりま

すし、きれいな空気位恵まれておるものでございます。乙うした県の施設

を誘致するという乙とは、いままで遠方に行かなければできなかった当市

の身障者のリハピリ等もすぐそばで行われる乙とになりまして、大変そう

した面からもプラスになる面が多いというように思います。乙れはぜひ県

の方tζ強く要望して実施の方向へ持っていっていただきたいというように

思うものでございますが、乙の点について御説明を顕いたいというように

思います。

次lζ 、第 4点目の父子家庭の福祉の推進についてでございますが、いま

までは母子家庭福祉はさまざまな面から検討が加えられて進んできており

ます。乙の母子家庭の援助の進みぐあいから推しはかりまして父子家庭と

なりますと、乙れが生活能力があるという乙とで置きざりにされてきてい

るのが現状であるように思われます。しかし、現実的には子供を抱えまし

て炊事とか洗濯等々援助を必要とする面がかなり多くあるように見受けら

れます。最近は乙の父子家庭に対する援助が園や県でも考え直され、見直

されているように思います。そういう時期にきているように思います。そ

乙で当市におきましてもぜひ検討を加えていただきたいというように思う

ものでございます。たとえば、 1 父子家庭の医療費について新しい施策

が考えられないかどうか、 2 ホームヘルパーの派遣についてはどうか等

々でありますが、これらの点はっきましてどのようにお考えはなられるか

御答弁を賜りたいというように考えます。
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次tζ 、第 5点目のボラシティア活動の拠点を設置充実できないかという

質問でありますが、当市lとおきましても年々ボランティア活動が活発化し

てきております。ボラシティアを志す人たちもふえてきております。行政

ではなかなか行き届かないと乙ろへ自主的に手を伸ばして〈れるという乙

とは当市にとりましでも大変プラスになる乙とと思います。そ乙で、私は

乙のボランティアを行いやすい環境や行いやすい設備、あるいは行いやす

い条件を整えてあげる乙とが必要ではなかろうかというように私は考える

わけでございます。

まず、ボランティアの拠点でありますが、いままでは福祉協議会が申心

となりまして市民センターで会合や連絡等が行われているようであります

が、ボラシティア専用の部屋もなくて他の相談室と、あるいは他の仕事と

雑居状況でございます。雑居をしているのが現況でございますので、ボラ

ンティア活動の円滑化を図るために専用の部屋を設けて、それなりの環境

の整備が必要ではなかろうかというように考えます。乙の点はっきまして

お考えをお聞かせ願いたいと思います。

最後lζ 、 6点目の図書館の増築と今後の運営についてでありますが、乙

の増築はっきましては、私はかつて通告質問で教育長の方から御答弁を賜

っております。乙の点につきましては前向きに検討していく旨の御答弁が

たしかあったわけでございますが、その後どのような検討をなされてまい

りましたでしょうか、お尋ねをしたいものでございます。

また、今後の、将来の図書館のあり方、運営を考えてみますと、いまま

でのような学生の勉強室的な運営からさらに多角的、効率的な運営への脱

皮が必要ではなかろうかというように考えるわけでございます。つまり、

利用者層を年少児童から高齢層lζ至るまでの帽の広い活用のための方策、

たとえば児童ルームを整えてもっと児童本をそろえるとか、今後の運営lζ

闘しまして検討を加えていく必要があろうかというように思われますので、

そうした点におきまして計画やお考えがあればお答え願いたいというよう

に考えるものでございます。

以上、 6点にわたりまして私が御質問申し上げましたけれども、いずれ

も新年度の予算編成の内容と関連をしまして非常に大事な施策であるとい

うように考えるものであります。また、乙れらの 6点は私たちが常に住民
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と接しながらいろいろの角度で、いろいろの場所でとらえたものを今回通

告質問として整理をして御質問申し上げたものでございますので、市長さ

んの方から前向きな御答弁を期待するものでございますが、よろしくお願

い申し上げます。御答弁によりまして再質問をしたいと思います。

{市長半海良一君登壇)

0市長{半海良一君) 石井武敏議員の御質問にお答えをいたします。

第 1点、新年度予算編成にあたり市長の基本構想及び重点的施策につい

ての御質問でございますが、昭和 59年度予算につきましては現在編成作

業を進めていると乙ろでございますが、国、地方とも引き続き財源不足が

見込まれ、来年度における財政環境につきましては一層厳しいものが予想

されます。

したがいまして本市の財政運営につきましては園、県の予算編成及び地

方財政計画の動向を踏まえながら、財政構造の健全性維持と弾力化を目指

し、行政の減量化、効率化等、より一層財政運営の合理化を図り、従来か

ら進めてまいりました住みよい環境づくり、福祉社会づくり、教育文化の

環境づくり、産業の基盤づくり、の 4点を主要施策として、館山駅周辺市

街地整備をはじめ、国道 127号バイパスの早期実現と都市計画街路、都

市下水路の整備など近代都市としての必須要件を満たすとともに、未給水

地域の解消と将来に向けての対応を図るための上水道第 3次拡張事業の推

進のほか最終年度を迎える清掃センターの建設、城山公園につきましでも

引き続き整備を進めてまいります。

そのほか、教育文化の振興、真tc援護を必要とする方々への福祉の充実、

農水産及び商業の近代化、また多季型観光地づくりのための産業、観光の

振興を進め、明るく豊かな香り高い文化福祉都市の実現に向かつて最善の

努力をしてまいりたいというように考えております。

第 2点、老朽市営住宅の建て替え促進と修理個所の修復についての計画

はどうかという御質問でございますが、当市の市営住宅は 1種住宅 42戸、

2種住宅 272戸、計 314戸を管理しておりますが、そのうち木造住宅

で老朽化している建物を耐火構造に建て替えをし、質的充実と量的充実を

図り、住みよい環境整備を財政状況を十分勘案しながら進めたいと考えて

おります。しかし、入居者に建て替えの必要性をよく理解していただくた
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めに、十分な話し合いを持ちながら進めてまいりたいと考えております。

次lと、修継でございますが、申層及び簡易耐火構造物については主とし

て防水、外装修理を年次的な計画はより実臆しております。また木造建物

につきましては、よく調査をし、入居者の要望等も聞いて修理をしており

ますが、なお一層の調査をし、万全を期してまいりたいと考えております。

第 3点、重度身障者、精薄者の施設を県民働きかける乙とはできないか

という御質問でございますが、心身障害者の施設の設置はっきましてはそ

の障害者に適応した各種収容施設または通所利用施設が地域的に配置され

ている乙とが必要であり、地域福祉の観点lζ立った総合的な心身障害者施

設を県南に設置し、地域福祉活動を推進していく乙とは大事であると考え

ております。

乙のようなととを踏まえまして、去る 11月開催きれましたブロック別

一一ーとれは安房郡内の各市町村長会議でございますが、その会議におきま

して県知事及び関係職員に乙の問題を提起いたしまして、施設の建設につ

いて要請いたしましたが、今後も縮設の具現化につきまして引き続き要請

してまいりたいと考えております。

第 4点、父子家庭に対する福祉の増進についてでございますが、父子家

庭は母子家庭とは異なった状況等を十分考慮の上、その対応を検討してま

いりたいと考えております。

まず、父子家庭の医療費はっきましては、その実施について検討してま

いりたいと考えております。

次iζ 、ホームヘルパーにつきましては、現在県において母子及び父子家

庭に対し一時的な疾病の場合の介護人派遣事業を実施しており、市といた

しましてはとの事業への一層の助力を進めてまいりたいと考えております。

次lζ 、第 5点、ボランティア活動の拠点の設置充実につきましては、現

在社会福祉協議会を申心に市民センターに拠点を設置し、活発な活動がさ

れているわけでございますが、市といたしましては今後もボランティアの

方々の研修、あるいは会議等、活動の拠点の場として市民センター会議室

の弾力的な運営を図る乙とによって事業の充実に助力をしてまいりたいと

考えております。

第 6点、図書館の増築と今後の運営については教育長より御答弁申し上
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げます。

O教育長(安田豊作君} 第 6点の、図書館の増築と今後の運営について

計画を示していただきたいという質問にお答えいたします。

まず、図書館の増築についてですが、ただいま館山市の図書館はどうあ

るべきかという観点から施設整備、図書の充実、活用方法等について将来

構想を館山市図書館協語会に諮問しております。乙の答申を待って対処し

ていきたいと考えております。

次lと、運営について、御指摘のとおり図書館が一部の研究者や学生のた

めの施設であってはならないわけで、現在市民の皆さんは広〈利用してい

ただくために児童用図書の充実、遠距雌利用者のための配本車の巡回、心

身障害者のための郵便貸し出しゃ視力障害者のための対面朗読などを実施

しております。今後の活動についてもさらに創意工夫を乙らしながら一層

の努力を重ねて、市民皆さんに満足していただけるような図書館lとしてい

きたいと存じます。

以上。

020番(石井武敏君} ただいま市長さんからるる御答弁ございまして、

おおむね了承するものでとぎいますが、なお何点か関連的にお尋ねしたい

乙とがございますので、御質問申し上げたいと思います。

初めの予算編成の取り組み方、基本となる市長さんの構想、理念等々、

そうしたものに闘しまして御質問申し上げるものでございますが、私は財

政的には非常に厳しいという乙とはよく理解しているつもりでございます

が、乙うした申でも極端な福祉予算の削減や見直しというものは避けるべ

きであるというように考えております。時代の推移から言いましでも物価

や各種の税金が上がってきておりますし、暮らし向きの悪いときに乙そ住

民の求める必要急君臨な事業から施策の選択を進めていきまして、そして本

当に福祉を求めている人たちには福祉を見直すのではなくて温かい政治の

配慮が必要なときであるというように考えるわけでございます。

乙うした福祉社会づくりという面から考えまして、市長さんの御見解を

伺いたいわけでございますが、新年度におきます福祉関係の予算について

基本的な姿勢はどのような姿勢で取り組まれてまいりますかお答えいただ

きたいというように考える次第でございます。
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それから、ただいま新年度の施策の主なものが御答弁の申でありまして、

その申に館山駅周辺市街地整備、また国道 121号線のバイパスの早期実

現、あるいは未給水地域の解消等々とありましたが、乙れらは今年度から

さらに新年度推移されてだんだんと完成きれていく事業である、継続され

ていく事業であるというように考えられますが、新年度におきまして、た

とえば館山駅周辺市街地の整備は大体どの辺まで行っていくのか、どの程

度までは行いたいと思っているのか、そうした骨子ができ上がっておりま

したらお答え顕いたいというように考えます。

また、国道 121号線バイパス、乙れも早期実現を市民の、住民の申で

は願っている声も多く最近は聞きますが、乙うした申で新しい年度にはど

の程度まで完成させていくおつもりなのか、目安があればお答え願いたい

と考えます。

ぞれから、もう 1点、未給水地域の解消、乙れも大変大きな問題で、あ

る地域におきましでは全く悲願であるというように、非常lζ切望している

地域があるわけでございます。そうした地域の人たちにとっては非常に関

心を寄せると乙ろのものでございますので、未給水地域の解消といういま

の御答弁に関連しまして、新しい年度lとはとれをどの程度まで推進なさっ

ていく御計画がおありかどうか、乙うした点をも 1う少し今般の質媛を通し

まして明J らかにしていただきたいと思いますので御答弁蟻いたいと思いま

す。

それから、市営住宅の一一一老朽化をしました市営住宅につきましては、

将来的には耐火構造に建て替えていく方向であるという答弁を承ったわけ

でございますが、乙れも大変老朽化しておるものもありますので、そうい

う方向をぜひ重松て推進していただきたいというように考えますが、いま

少しく耐火構造に建て替えていくんだという方向があれt1'---;司かもう少

し具体的な計画をお持ちのように感じられますので、その計画を一一ーたと

えば、何年ぐらいまで、どの辺まで建て替えをなさるのか、もう少し輪郭

をはづきりさしていただきたいというように考えます。

ぞれから、合わせまして現況の市営住宅の修理、修復の問題についてで

ありますが、乙れももう少し一一来年度はどの程度具体的に修理をしてい

くのか、乙れは切実な問題にあるだけに今回説明を求めておきたいと思い
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ます。お答え願いたいというふうに考えます。よろし〈お願いします。

。市長(半淳良一君) 福祉関係の予算についての基本的な姿勢の御質問

でございますけれども、御案内のように行政改革等をはじめきわめてーー

すべての面でそうでございますが、福祉の面についてもきわめて財政的に

厳しい環境にありますけれども、政府が変わるわけでございますのでどう

なるか、 59年度の政府予算はまだわかりませんけれども、いままでのわ

れわれは伝えられておりますととろでは、一般経費は 5%減、公共事業 1

0%減という乙とで予算編成をする方針のようにわれわれ承っていたわけ

ですが、ぞの申にあって福祉については削減をしないというような方針を

承っております。政府が変わってもおそらくそういうような方針でいくん

ではないかと思います。

いずれにしても厳しい乙とである乙とには間違いございませんので、市

民の福祉需要を十分見極めまして、時代lζ適合するようなきめの細かい施

策を講じてまいらなければいけないというふうに考えております。特に障

害者や老人の方々などの社会的に弱い立場にある方々に対しまして、そう

いラ福祉の推進につきましては在宅福祉に重点を置きまして諸施策の充実

を図っていきたい、そのように考えております。

。経済部長(山田俊康君) 駅周辺の再開発、あるいは区画整理関係でご

ざいますが、市長から 9月議会にもお答えいたしましたように康東口、乙

ちらの地区につきましては、現在までの進捗状況から考えますと 60年度

に市街地再開発の B調査を実施し、 61年乃至 62年に事業認可というよ

うな方向で考えております。

それから、西口地区につきましては、 60年度事業認可、

工事着工というような計画で考えております。

6 1年度から

ぞれから、 121号バイパスの早期実現という乙とでございますが、 乙

れにつきましでも園の予算の関係等もございまして、完成の見通しという

乙とになりますとちょっとはっきりいたしませんが、国自身が考えており

ましたものは、全面供用開始という乙とにつきましては申期計画というよ

うな計画だと言っております。現在のと乙ろ、本年度一部正木のほ場整備

地域内の道路改良工事が発注されております。また那古地区のヤマカ醤油

屋さんより北、山の方tζ向かっても発注されるという状況でございます。
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そう遺〈なく部分供用等lまされるものと期待しております。

0水道課長{石井敏夫君) 御質問の未給水地域lζ関する件でございます

が、現在神余地内にダムを計画いたしまして、新たな水源のもとに未給水

地域の解消、ぞれから館山市の将来の水需要に対応できるように第 3次の

舷張事業という乙とで計画を進めようとしておりますが、本年度神余地内

におきましてはボーリシグ調査、それから横坑調査、地形測量、流量観測、

乙れらの語調査を専門家一一いわゆる建設技研株式会社でございますが、

そ乙 iζ調査委託をし、現在作業を進めておると乙ろでございます。

さらに、また給水人口、給水量、乙れらの将来の予測、水道纏設計画は

っきましては吉沢水道コンサルタント一一乙れは施設の関係のコンサルタ

ントでございますが、そ乙 lζ委託しまして基本計画を作成するようお願い

してございます。

で、昭和 59年度におきましては、引き続きまして地質調査一ーとれは

ボーリング、横坑でございますが、それと基本計画を作成する。さらには

認可申請書までも作成していただくという乙とで、河川法に基づきます許

可申請、それから水道法に基づきます事業変更認可申請、乙れらの提出で

きるようになるまでを来年度実施したいという乙とで考えております。

。経済部長{山田俊康君) 老朽市営住宅の改築の時期はいつごろを予定

されているかという乙とでございますが、市長からお答えいたしましたよ

うに入居者の理解を得ながら進めたいという乙とで考えております。駅周

辺の市街地再開発の問題等もありまして、北条市営住宅一一唱和 29年に

建てました、北条市営住宅の問題等もありますので、時期的な問題といた

しましては 62、 3年ごろから改築というように事務の方では考えており

ます。

それから、修理の関係でございますが、乙れも市長からお答え申し上げ

ましたようによく調査をいたしまして、入居者の要望等を聞いて、それで

万全を期していきたいというふうに考えております。

020番{石井武敏君) ただいま再質問に関しまして御答弁いただきま

しておおむね了承すると乙ろでございますが、乙の申の、施策の申で未給

水地域の解消はっきまして、全体計画の申では新年度はボーリングをする、

地質調査程度にとどまっておるんですが、進みぐあいとしてはどうなんで
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しょうか、順調に乙れで進んでいるというふうに判断していいんでしょう

か、乙の工事がですね。

ぞれから、市営住宅はっきましてですが、乙れはただいまの御答弁でい

きますと、 62年、 3年ごろからの改築、大体の想定ができるというふう

にありましたげれども、 62年、 63年というのは一一→長年度が 60年で

すけれども、大分余裕があるように思うんですけれども、乙れは何か理由

がありますか。住民との話し合いが非常にむずかしいとか、一時立ち退き

がむずかしいとか、あるいは何か財政的な事情があるとか、どういうよう

な事情があるんでしょうか。計画の申で御事情を御説明願いたいというよ

うに考えます。

ぞれから、もう 1点、関連しまして、乙れは予算要望でも出しておきま

したけれども、非常に市長さんお忙しい申でお会いする乙とができなかっ

たものですから、改めて乙の場所でお尋ねをするわけでございます。

笠名の住宅の周辺の市道の舗装につきまして予算要望を出してあります

が、お答えをまだ聞いておりませんでしたので、乙の場所をお借りいたし

まして関連で御質問いたしたいと思います。

。水道課長(石井敏夫君) ただいまの御質問でございますが、地質調査

等につきましては今年から継続というような形tとなちますけれども、現時

点、当初考えました、いわゆる 58、 59年度で調査事務を終了して申請

のできるようにするという乙とはっきましての 58年度分につきましては

目的どおり実施できるという見通しになっておりますし、 59年度も行程

lζ従って実施できるものと考えております。

。経済部長(山田俊康君) 市営住宅の建て替えの問題でございますけれ

ども、北条市営住宅につきましては昭和 29年という建築でございますが、

その次に古いものという乙とになりますと笠名の昭和 35年住宅からでご

ざいます。そういった観点等もありまして入居者の理解を得るのは相当前

から乙れらは理解を得ないとうまくいかないという乙とで、乙れだけの期

聞が必要だろうという乙とでございます。

なお、笠名住宅内の道路で舗装をしなければいけない部分については、

できるだけ早い時期に乙れをしてまいりたいというふうに考えております。

020番(石井武敏君) 質問を先に進めます。
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重度身障者と糖薄者の施設の建設を県lζ働きかける乙とはできないかと

いう質問の答弁lζ対する再質問でありますが、乙の件につきましては 11 

月にブロヲク到の、安房郡市内のトップ会識があって、その際いろいろ話

が出て、知事が出席なさって問題を提起したというような御答弁でござい

ました。一応形の上では要績をしたという乙とでございますが、いわゆる

県の感触としてはどのようにーーとうした要請に対しまして県の方の感触

というものをお伺いしておきたいんですが、どのようなものであったかお

聞かせ願いたいというように考えます。

ぞれから、次の父子家庭の福祉の推進についてでありますが、榔答弁に

よりますと、父子家庭の医療費の助成を実施してまいりたいというような

旨の御答弁があったように思いますが、乙れにつきましでもう少し具体的

に説明を加えていただきたい。どのような援助をするのかという乙とでご

ざいます。

2点再質問いたします。

0民生部長{鈴木 力君) 身体障害者、精薄者の施設の設置について県

への働きかけ、要望tζ対しまして、県はどのように対応するのか、あるい

はその感触はどうかというととでございますが、県といたしましては県が

先に設置いたしました袖ケ浦の福祉センター、乙の施設の利用という乙と

をまず考えております。なお、市町村、自治体で県下各所に設置された施

設がございます。そのほか民間の社会福祉法人におきまして設置をいたし

ました障害者施設、乙ういうものがございます。乙れらの施設をそれぞれ

利用する乙とによっての対応をしてまいりたい、乙ういうふうに……。

最近、養護学校の義事化に伴いまして、養護学授の卒業後の進路、保護

という問題が一つの問題となっておるわけでございまして、いわゆる各施

設への入所ができないような、そういう陣害者の対応でございますが、一

つの例といたしまして、県は広域的な対応として、たとえば広域的に周辺

市町村が共同処理事業として市町村が主体となりまして更生施設を設置し

よう、乙ういう ζ ともございます。そういう方法がある。ぞれから、なお

社会福祉法人に運営を委託するとか、そういう乙とがあるという乙とでご

ざいまして、今後も県といたしましては乙の問題について相畿に応じ対応

してまいりたい、乙のような回答があったわけでございます。
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それから、父子家庭に対する問題でございますけれども、先ほど市長の

方から御答弁申し上げましたとおり、市といたしましては母子家庭の現在

医療費支給制度がございますが、乙れに準じまして父子家庭についても医

療費の支給制度を検討してみたい、乙ういうふうに考えておるわけでござ

います。

そのほかに、父子家庭に対する対応といたしましては、いわゆる介護人

派遣制度という乙とで千葉県の母子福祉会に県が委託して行っております

事業というものの活用を図ってまいる、乙のように考えております。

020番{石井武敏君} 身障者の施設を県へ働きかける問題につきまし

ては、乙れは県の計画はまだ載っていないものを載せるわけで、大変な努

力也必要であろうとは思いますが、ぜひいまの努力を継続なさって、実を

結んでいくような方向でひとつやっていただきたいという乙とを要望した

いと思います。

それから、父子家庭につきましては、御答弁にありましたけれども、母

子家庭並みの医療費の援助、乙れを実施をするという乙とを考えられてお

るという乙とで、ぜひ進めていただきたいと思います。ぜひ乙れを新年度

組み入れるというような方向でやっていただきたいというように考えます

が、乙れは要望申し上げます。

事実、父子家庭におきましては、いろいろと行政に対しでとうしてもら

いたい、ああしてもらいたいというような御意見とか希望が多いように思

いますが、こうした父子家庭のいろいろな希望、要望をとらえるアンケー

ト的な乙とは当市でとった乙とがありますかどうか。そういったアンケー

ト等を出して、集めて、要望を聞いてみたとか、そうした事例はいままで

ありますか。各福祉関係、いろいろ老人は老人とか、母子家庭は母子家庭

とか、障害者とか、いろいろやっておりますが、父子家庭については遅れ

ているように思いますので、あえてお聞きしておきたいんですが、そうし

たいままでアンケートをとった事例がありますでしょうか。

。民生部長{鈴木 力君) 市が、直接、父子家庭tζ対する実態調査とい

うものはやっておりません。

昨年、 11月に千葉県が県下の民生、児童委員を通しまして父子家庭の

実態調査を行ったという乙とは聞いております。
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020番{石井武敏君} 県ではとったというととなんですが、県ではど

ういうような一一主なものは、項目はありますか。

また、私の質問は、父子家庭からどういう希望が具体的に出ましたかと

いう乙とを聞きたいために質疑しているわけなんですが、アンケートの申

でそういった具体例がありましたでしょうか。具体例が出ていたら、デー

タがあったらお答え願いたいと思います。なければ結構でございます。

0民生部長(鈴木 力君) 先ほど申し上げましたとおり、県が昨年 11 

月に行いました父子家庭の実態調査でございますが、乙の結果というもの

は市の方にまいっております。その内容でございますが、乙の調査は父子

家庭の形態、ぞれからニーズを把握するために 20項目にわたりましての

調査をされたわけでございますが、その申の主な内容と結果を見ますと、

当市の場合は 32世帯がその実態調査の対象となっております。

内容的lとは、まず父親の困っている乙とは何かという質問に対しまして、

その答えは家事において因っているというのが 15件、ぞれから子供の養

育について困っているというのが 15件、ぞれから生活費が 8件、結婚が

4件、身近な相談相手が 5件、職業が 4件というような結果でございます。

020番(石井武敏君) 質問を先に進めます。

ボランティアの拠点として市民センターをいまは使っているんですが、

御答弁によりますと、市民センターの弾力的な運用をもって乙れにかえた

い一一一乙れはかえたいというとおかしいですが、弾力的な運用を図る乙と

によって円滑なボランティア活動の促進をしたいというように御答弁があ

りましたけれども、やはり雑居状況でございますので、いろんな仕事を 1

つの部屋でやっておるわけでございます。たとえば、ボラシティアの推進

には乙れは原則として需要と供給をうまくつなげるという乙とが大事であ

りまして、そのための拠点をつくれないかという乙とでございます。乙の

点につきましては今後検討を加えていただきたいという乙とで御要望申し

上げる次第でございます。

ぞれから、最後の問題の図書館についてでございますが、乙れは図書館

の運営協議会で検討なさっているという乙とですが、専門家から見ますと、

まだ非常に館山市の図書館はいろんな点で遅れているように思いますが、

専門家の御意見はどうでしょうか。館山市の図書館に関してどのような点
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が遅れているとお考えでしょうか。

0教育長{安田豊作君} 専門家にも見てもらったわけですし、話も聞い

たわけですけれども、遅れていると言うとちょっと語幣がありますけれど

も、いまの図書館のあり方は、むしろあそ乙の場で、図書館で本を読むと

いう形から、本を借りて家庭で読むという形に、図書館のあり方が大きく

変わっているようです。その点が 1っ。

それから、もう 1つは、図書館というのは基準としては、図書館の利用

というのは 1. 5キロ以内の人しか利用できないというんですね、せめて

あっても 2キロ以内一一一以上の人は借りに乙ない。ですから、その人たち

に対する手だてとしては分館をつくるとか、停本所をつくるとか、乙れは

いまもやっておりますけれども、巡回車によって配本するというような乙

とも充実しなければならない、乙ういう点が大きく指摘されている乙との

ようでございます。

さらに、 2月にもう 1回専門家に見ていただいて、答申を今年度申にも

らおうという乙とで対策を立てていきたい、乙ういうふうに考えておりま

す。

020番(石井武敏君) 私也、図書館運営協議会の答申を待ちたいとい

うふうに考えております。それを待って、また参考fC-.{..ていろいろ意見を

述べたいと思います。

新年度予算編成の市長の基本構想を申心はしまして質疑を展開してまい

りましたけれども、おおむね了解しました。新年度予算の組み立ては十分
、/戸、~、¥、

に住民の行政需要lζ対応した揚成を私は期待するものでございます。乙う

した申で市長は最善の努力を払っていただけるというように期待をしてお

ります。特に、福祉を申心とする施策の申におきまして、住民の要望に十

分対応していただきたいという乙とを希望いたしまして、私の質疑を終わ

ります。

。議長(石井 正君} 以上で 20番議員君の質疑を終わります。

暫時休憩いたします。

午後 2時 19分休憩

午後 2時 39分再開

。議長{石井 正君} 休憩前に引き続き会自障を聞きます。
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次、 10番議員横溝 功君。御登壇顕います。

( 1 0番議員横溝 功君登壇}

010番(横溝 功君) 先に通告いたしましたとおり、次の諸点につき

まして御質問いたします。

まず、大きな第 1点の国道 127号線バイパスとその排水対策について

ですが、 5点tζ分けて逐次お尋ねいたします。

小さな第 1点、バイパスの完成期日の見通しですが、乙の乙とは去る 9

月の議会におきまして川名議員の質問に対し、また、ただいまの石井議員

の質問に対しまして、国の計画は中期的にというように考えているとの答

弁があちました。しかし、市としては早期に完成すべく推進申である旨の

答弁がされております。その後、そのような方向で固に折衝されたかどう

か。そして、もし折衝されたとすれば完成の目安もわかった乙とだと存じ

ますので、その見通しについてお尋ねいたします。

小さな第 2点、バイパスの構造についてですが、幅員は何mなのか。何

車線なのか等、構造についてお尋ねいたします。

第 3点、今年度中における測量見通しと地主との土地買収交渉の経過に

ついてですが、去る 6月の組会におきまして山申議員の質問に対し、今年

度中に平久里川から国道 128号纏までの聞を測量するとの答弁がありま

したが、その後の推移状況をお尋ねいたします。そして、地主との買収交

渉も逐次やっているものと思いますので、その経過についてお聞かせくだ

さい。

小さな第 4点、排水対策についてですが、バイパス道路面の排水はうま

くやるものと思いますが、道路の埋め立ても広大になるでしょうし、また

道路沿いも逐次宅造化されていくものと思われます。したがってそれだけ

降雨の際の受け皿は少なくなるわけですから排水対策を誤ると将来に悔い

を残す乙とになります。賢明なる市長きんの乙とだし乙の点は十分考えて

おるようにも聞いておりますが、どのような対策を考えておるかをお尋ね

いたします。

小さな第 5点、国道 128号線との交差点における混雑でございますが、

乙れはバイパス路線及び国道上において、特に夏季には混雑が多くなると

思います。また事故でもなければよいと考えておりますが、市の見解をお
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聞かせください。

大きな第 2点、市街地の排水対策ですが、小さな第 1点、市内において

排水対策を講ずる必要のある個所はど乙かをお聞かせください。

小さな第 2点、乙れが個所の排水方法をどのようにしておるか、その方

針と処理の経過についてお尋ねいたします。

次lζ 、大きな第 3点、狭い市道の幅員の拡帽についてですが、市道の幅

員が狭いため不可抗力的に交通事故も数多く出ております。乙れを放置し

ておく乙とはできません。そ乙で、まず小さな第 1点の市道の幅員別のキ

ロ数をお尋ねいたします。

次いで、小さな第 2点、狭い市道を広げる際には当然市において買う用

意があってしかるべきものと存じます。住民はそうした身近な施策を求め

ております。市長のお考えをお聞かせください。

次に、大きな第 4点、貯水槽の整備についてですが、先日八幡海障で火

災が発生し、 3軒でしたか、全焼しております。あの日は風がものすごく

強く、よくあれだけの被害で食いとめ得た乙とかと本当に消防関係者lζ探

甚なる敬意を表するものでございます。なお、現場近くのシーサイドホテ

ルのプールを使った乙とも消火医大いに役立ったと思いますし、もし仮lζ

シーサイド lζ プールがなかったといたしたならば本当にどうなったかと思

いますときに、本当lとぞっとするものがございます。

そ乙で、お尋ねいたしますが、全市的l乙見て、現況の貯水槽だけで十分

であるかどうかを一一一一定の基準に照らし合わせて十分であるかどうかを

お聞かせください。

小さな第 2点、もし既存のもので十分でないなら今後どのように充足し

ていくのかをお尋ねいたします。

なお、小さな第 3点、建設にあたり住民負担金軽減する必要があると思

うがどうかでございますが、 400立米のものをつくる場合は約 6、 70 

0万円ほどかかると聞いております。そして、地元負担は 8分の 1となっ

ております。乙れはなかなか出せない部落もあろうかと思います。したが

いまして、小きな出せない部落は絶えず火災におびえていなければなりま

せん。私はやはり貯水槽は市の計画に基づいて計画をしっかりと立て、負

担をとらず、逐次建設していくべきだと存じますが、市の御所見をお聞か
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せください。

最後に、第 5点、城山と観光についてですが、長らくの懸案でありまし

た城山がだんだんと整備されている乙とは喜びにたえません。今後の創意

工夫、努力の積み重ねによって城山が観光の拠点になっていくものと思い

ます。城山まつりに踊りを取り入れた乙とは私は特筆lζ値するものと思い

ます。そ乙で、お尋ねいたしますが、小さな第 1点は、現在までの整備状

況、小さな第 2点は、今後の整備計画、小さな第 3点は、観光面における

城山の位置づけについてをお尋ねいたします。

城山の整備も乙乙まできたのですから、あと一息で立派な観光の拠点と

なるかと患います。なお、先にも申したとおり踊りを取り入れたので乙れ

を数日間、連日催していったらそれだけで立派な城まつりとなり、観光画

lζ大いに寄与できるものと私は信じます。市長の所見をお聞かせください。

なお、今回、城まつりに犠牲者を出しましたが、市は乙れにどのように

対処したか。毎年山車、み乙しを出して祭礼色を出していくのかどうかを

合わせてお尋ねいたします。

以上の 5点にわたり質問いたしましたが、御答弁により再質問させてい

ただきます。

{市長半海良一君登壇)

0市長(半海良一君) 横溝議員の御質問にお答えをいたします。

大きな第 1点、 121号バイパスとその排水対策についてでございます

が、まず小さな第 1点、完成期日の見通しでございますが、千葉国道工事

事務所では全面供用開始は申期計画としておりましたが、用地買収の状況

並びに工事着工を見ますと一部供用はかなり早くなるものと考えられます

が、国の財政状況もあり、具体的な日時は判明をいたしません。

次iζ 、小きな第 2点、バイパスの構造でございますが、基本幅員は 25 

mで上下 4車線と 2mの中央分離帯、両側lζ1. 5 mの停車帯、 3mの歩

道が設置され、乙の歩道の下層部分に排水用の暗渠が全擦にわたり設けら

れております。

小さな第 S点、測量の見通しでございますが、富浦境から平久里川まで

は一切の測量が完了し、平久里川から国道 128号までの区聞については

幅ぐいの設置が終わり、一筆測量も 58年度中iζ実施する計画でございま
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す。土地買収はっきましては、平久里川以北の部分で面積 3万 6770m"、

1 3億 5200万円で一部の物件があるものを除きそのほとんどの買収が

完了いたしました。

小さな第 4点、排水対策についてでございますが、道路が築造される乙

とにより分断される地域については、バイパス整備の段階で直接関連する

地区の排水路は国において計画をされております。

次lζ 、小さな第 5点、国道 128号との交差点における車両の混雑につ

いての御質問でございますが、千葉国道工事事事所が千葉県公安委員会等

関係機関と協議をし、適切な交通処理がなされる乙とになります。

大きな第 2点、市街地の排水対策についてでございますが、小きな第 1

点、市内において排水対策を講ずる必要のある個所はどこかという御質問

でございますが、降雨の状態、地形等によって変化するものでありますが、

集中豪雨時には芝崎、八幡、三軒町、六軒町、南町、青柳及び柏崎地区等

で道路冠水が生じる場合があります。

小さな第 2点、乙れら個所の排水方法をどのようにしておるか、その方

針と処理の経過について御質問でございますが、現況調査を実施し、基本

計画が策定しである下水路は整備申であり、今年度中には八幡都市下水路

が 55 3 mのうち 16 7 m、北条申央下水路が 96 3 mのうち 10 7 m、

南町排水路が 639mのうち 68 m、それぞれ整備されます。

なお、乙のほかにも基本計画の策定が柊了しているもの、また計画して

いるものもありますので、市の財政事情等を考慮しながら整備したいと考

えております。

次に、大きな第 3点、狭い市道の幅員の拡大についてでございますが、

まず小さな第 1点、市道の幅員別キロ数についての御質問でございますが、

昭和 58年 4月 1日現在、 5. 5 m以上 72.8k.、 4m以上 5. 5 m未

満が 154.3k.、 3m以上 4m未満が 35. 3 k. 、 3m未満 16 1 • 

畑、合計 423.5uでございます。

次に、小さな第 2点、狭い市道を拡幅する際、市において買収の用意が

あるかどうかという御質問でございますが、市道は 860路線、総延長 4

5 k.で、うち幅員 3m未満の延長は 161.1k.、 3896でとぎい

乙の改良を推進するためにはもちろん地域の皆さんの御協力が得ら

1 

2 3 • 

ます。
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れなければできませんが、市といたしましては将来応分の負担をすべく慎

重に検討をしたいと考えております。

大きな第 4点、貯水槽の整備についてでございますが、その小さな第 1

点、現況で十分であるかどうかという御質問でございますが、貯水槽につ

きましては現在長期計画民基づき毎年 4基乃至 6基を予定し、地元消防団、

地域住民とともに努力をしておりますが、新興住宅地及び用地確保が困難

な地域等を考えた場合、必ずしも十分とは言えませんが、充足率は県下他

市tζ比べて平均以上でございます。機械力の強化と消防自動車の申継技術

の向上tとより、万ーの場合、遠距麟からの水利を得て消火活動に対処をい

たしております。

次lζ 、第 2点、今後の充足方針についてでございますが、消防水利の基

準による充足率は現在 68. 796でございます。今後充足率 7596程度を

目標としていく考えでございます。

次lζ 、小さな第 3点、建設にあたり住民負担を軽減する必要があると思

うがどうかとの質問でございますが、消防橡械、施設の地元負担について

は段階的に軽減及び廃止を図ってまいりましたが、現行では防火水槽設置

及び詰め所建設については 8分の 1の負担となっております。防火水槽の

地元負担については従来 6分の 1を 57年度より 8分の 1としたものでご

ざいまして、既存のものとのバランスを考え軽減または廃止について今後

検討そしてまいります。

大きな第 5点、城山と観光についてでございますが、小きな 1点、現在

までの整備状況という御質問でございますが、公園拡張のため現在まで 2

万 5388m"の用地買収をいたしました。施設では 56年度に天守閣型の

3層 4階の博物館分館、延べ面積 49 3 m
tを建設、南総里見八犬伝記関す

る資料を展示しであります。また八賢士の墓への園路、安全欄を設置、さ

らに 57年度には回路の建設、その他水銀灯、時計塔を寄附により設置い

たしました。 58年度には博物館、地上 2階、地下 1階、延べ面積 169

4 mtを建設し、館山市の歴史と民俗に関する費斜が展示してあります。樽

物館入口には彫刻の径を建設し、彫刻 9点を設置、市民の美的交歓の場を

広げ、市民文化の向上を目指すものであります。また展望広場には芝生を

植栽し、危険個所に安全欄等の設置をいたしました。
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小さな第 2点、今後の整備計画でございますが、公園入口付近lζ駐車場、

疎林広場の造成と子供のために児童遊間地、ちびっ乙牧場、お年寄りや御

婦人のために日本庭園、万葉植物園、グループや家族連れの憩いの場とし

てピクニック広場等を整備する計画でございます。

第 3点、観光面における城山の位置づけについての御質問でございます

が、城山公園は市民の憩いとレクリェーション及び文化教養の場であると

ともに、乙乙 lζ訪れた過去 1年間の観光客等のデータからいたしまして南

房総の観光の拠点のーっとして育っている乙とは事実でございます。今後

も各種団体等の協力を得ながら四季を通して催事を行うとともに、あらゆ

る機会をとらえ宣伝に努め、地域の観光振興面からも城山公園の施設を有

効に生かしたいと考えております。

なお、域まつりにおける蟻牲者の件の御質問ございましたけれども、乙

れは域まつり実行委員会が当面の処理lζ 当たっているわけでございまして、

ま乙とに遺櫨な乙とでございますので、今後は乙うしたことのないよう十

分企画面において検討いたしまして城まつりを実行すべきだと考えており

ます。

以上、答弁を終わります。

010番(横溝 功君) まず、第 1点でございますが、いまの市長の答

弁で十分足りておる乙とでございますが、だれが聞いてもいつでも申期的

とか、早くできるだろうというような乙とでございまして、行革とかそう

いうものに関連して、やっぽり答弁がどうもすっきりしないので、いつも

そういった、いつ完成するのかという乙とが出ると私は思います。答弁が

なかなか進まないでしょうけれども、やはりいつまでにつくるんだと、市

がやはりー一一それは国がやる乙となんですが、市の方も強く、いつまでや

ってくれとか、困るんだという乙とを私は要望して、すっきりとしたもの

を一応打ち立てて一一一それが若干ずれるとか、それは仕方がない乙とでご

ざいますが、いつもただ中期的だ、早まる見込みだというだけでは、どう

も何ら市の取り組み方が本物かどうかというあれがあるわけです。漢の人

たちもやるんなら早〈やればいいのはという乙とを言っておりますし、乙

の点再度私は市が固に折衝するかどうかをまずお尋ねいたします。

0経済部長(山田俊康君} 市におきましては、市長が国道 121号の期
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成同盟会の会長でもありまして、いろんな横会lζ園に対して要望しており

ますし、早期完成に向けての陳情等も何回となく行っておるのが実情でご

ざいます。

今後も、御指摘のように早期完成に向けていろいろ折衝を重ねてまいり

たいと考えております。

ますが、早期、早期という乙とでなくて、重ねていつまでというような乙

とを強く迫って、 1日も早くできるように御配慮をお願いいたします。

それから、次に、さっき一一一小きな第 2点ですが、幅員 25m一一桐車

線であるかの御答弁がなかったような気がするんですが、いかがですか。

O経済部長{山田俊康君) 市長からお答え申し上げましたように、上下

4車線という乙とでお答え申し上げました。片側 2車線という乙とで計画

されております。

01 0番(横溝功君) わかりました。

あと、排水対策ですが、答弁にありますように、固においては排水路を

やるという答弁がございました。固で行う排水路の規模とか、そういうも

のはお分かりでしょうか。分かっていたら一一非常に重大な乙とだと思い

ますよ、分かっていなければしょうがありませんけれども。やはり事を進

めるのにはそういうとともやはり大切だと思いますよ。さっき市長の答弁

で水路も考えておるという乙とでございましたが、どのような水路である

かをお聞かせ願いたいと思います。

0経済部長(山田俊康君} 市長からお答え申し上げましたように、乙の

国道バイパスがつくられる乙とによりまして起乙ります一一ー乙の道路がい

ままでの水の流れを衰えるようなと乙ろはっきましては、当然聞が乙れに

関連する排水路をつくっていくという乙とで考えております。また市との

協議も行われております。ただ間接的に起乙ってまいります問題について

は、それぞれの水路管理者と協議してーーと言いますのは、農業用の水利

等につきましては土地改良との協蟻も進めながら実施しているのが実情で

ございます。

010番(横溝

(笑声)

いまの答弁でおおむね了解すると乙ろでござい功君)010番(横溝

その程度の答弁だと思います功君) いまの段階では、

乙れ以上言っても……。
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ぞれから、交差点における混雑ですが、十分鹿慮するだろうという乙と

でございますが、私はやっぱり相当混雑すると思うんですよ。という乙と

は、私だけの考えですけれども、いままで海岸道路を使ったのがあそ乙か

ら曲がったりした場合、国道の方は 2車線ですから、なかなか回りにくい

し、それで飯塚薬局との聞の距離も狭いし、いろんな観点からあぞとは混

雑すると思いますよ。ですから、十分榎識なども立てて交通事故も起乙ら

ないように市の方としても御配慮を顕いたいと思います。

あとは、関連してですけれども、私は混雑するという乙とにかんがみま

して、さらに市道を一一ーたとえば、変電所の先につくるとか、南北につく

るとか、そういう乙とをバイパスの手前で、九重の方から来て手前でそう

いった抜ける道路を私はやっぽりつくるべきだと、乙ういう観点からとの

問題を出したわけでございますので、乙れは関連でございますので要望と

いたします。

次に、排水路でございますが、市が積極的に北条、南町、中央排水路一

一きょうも新聞に入札というような乙とが出ておりまして、また八幡の寓

士ディーゼルの海側にやっている乙と、非常に市の努力に対して敬意を表

するものでございます。

一応、いまやっている八幡ですか、あるいはやろうとする北条、あるい

は南町の水路、いつごろまでに完成するのか。乙れも見込みになろうかと

思いますけれども、一応ゃっぽ与重要な問題だと思います。いつごろまで

に、何年lζ完成するのかひとつお聞かせ願いたいと思います。

0経済部長(山田俊康君) 現在、やっております八幡都市下水路、ある

いは北条申央、あるいは南町排水路、それぞれ実施しておりますが、計画

そのものは当初計画では 5年計画でたとえば八幡都市下水路等立てました

けれども、現実の問題としては聞の補助金等の関係から乙の完成が 2年程

度延びているのが現状でございます。

今後の財政事情等もございますので、現在乙の議場において何年iζ完成

見込みだと明確にお答えできないのが実情でございます。なるべく早い機

会にそれぞれの下水路等が完成するよう今後も努力を傾けていきたい、乙

のように考えております。

010番(横溝 功君) 一応、いまの答弁で了とするものでございます。
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さらに、私は南町の排水路一一きょうの新聞で見ますと、幅員 2mです

か、というような乙とで、いままでのが 1. 5 mですか、大して大きくな

っておらないというような乙とでございます。乙れも仕方がない一一一道路

幅からしていろんな関係で仕方がない乙とだと思いますが、乙れだけで私

ははけないような気がいたします。したがいまして、乙れは要望になって

いくわけなんですけれども、まだ境川蛭子神社からずっと 2申の方iζ 出る

閥、底打ちがしてないわけです。乙れは県の関係になろうかと思いますけ

れども、乙れをひとつ十分底打ちをしてもらうように御配慮を強く要望い

たします。

と同時に、川崎商庖のと乙ろに一一上野米屋さんの斜め前ですけれども、

沼があるんですけれども、あれを一応調整池にしたらどうかというふうに

も考えるわけで、調整池といっても探〈揺ってためる以外にないと思うん

です、流れると乙ろが同じだから。しかし、一応あそ乙へ抜ける一一一いま

ほとんど埋まっちゃっているわけです。ですからあれを調整地的に、小さ

いんですけれども、調整池的にどうなのかというふうに考えます。乙の点

いかがでしょうか。

0経済部長{山田俊康君) 川崎商庖のそばの池の問題ですが、乙れは農

業用水利というような乙とで土地改良事務所等と過去に話し合った経緯は

ございます。現在も話はしておるわけでございますけれども、今後も御指

摘のように多少でも緩和できればという乙とで考えております。

なお、南町排水路の関係でございますが、先ほど答弁いたしました国道

127号のバイパスとの関連の申で一部分、従前は南町排水路へ流れてい

た水を、要するに境川l乙流れていた水を平久里川の方へ流そうというよう

な国道事務所と市の都市計画課等の話等もつきまして、部分的にはそうい

う作業も行われているというのが事実ですので、合わせて報告をいたしま

す。

010番(横溝 功君} 非常に詳細なる答弁ありがとうございました。

なお、先ほど青柳と三軒町というような乙とが、そういう指摘されまし

た。三軒町といっても八幡ですか、という ιとで一一ーあそ乙は三軒町の壊

ですかね、よくわかりませんけれども、水路が八幡の海への、村長さんの

と乙ろを遭って濡れていくわけですけれども、もう 1本手前から水路をつ
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くらないと八幡の方の冠水が重らないような気がするわけで、御承知だと

思います、村長さんのところに流れていく、もう 1本地面の下、乙れは中

央排水路や南町ができるんですから、ひとつそういった乙とでもう 1本海

へもっていくような乙とがあれば八幡の方もよくなるでしょうし、そうい

う乙とで考えていただきたいと思います。

それから、青柳でございますが、青柳の方は非常に、一番現在ひどい状

態だと思います。何せ大綱の団地とか青柳の団地が建ちましたし、

ら田が西にあるわけなんですけれども、また越えて育榔団地というふうに

それか

なってきているわけで、当然田畑が大きく 2ヵ所も埋まっているわけです

から、それは冠水するのも当然かとも思いますけれども、一応やはり法的

に合法的に造成したわけでございますので、乙れを改善するのは市の責任

だと考えるわけでございますので、青柳団地の冠水につきましても一番ひ

どうございますので、早急にお考え願いたいと思うわけでございます。

それから、第 3点の狭い市道でございますが、乙れは市長さんがさっき

将来十分考えるというような乙とでございますので、要望にとどめますが、

どうか、やはりいろんな施設も一応は完備してきているわけでございます

ので、市長の表現ではあんまり積極的でないような答弁にも考えられます

し、やはり交通事故も現実にあるわけですから、市道幅員の拡幅について

は全額市費をもってやるように漸次ひとつ考慮願いたいという乙とで、

れらは終わりといたします。

次lζ 、貯水槽の問題でございますが、乙れも市長の積極的な答弁があり

ました。 6分の lから 8分の 1になったんだというような乙とでございま

乙

したので、ひとつ乙れを全額ですね、そのように早く近づくように、

でないと本当にできない部落は多いと思うんです。本当です。ですから全

額lζ 向かつて早急にひとつ考慮顕いたい、乙のように考えます。

次lζ 、城山でございますが、市長の努力はよりまして着々と観光の拠点

になりつつある乙とは市長に対しても、市当局に対しでも深甚なる敬意を

表するものでございます。域まつりも何か館山市観光協会の方では阿波踊

りなんかを取り入れて豊島気づけたらというような意向もあるようなんです

けれども、乙の点ひとつどうですか。そういった乙とを採用一一一申し込み

があるかどうかわかりませんけれども、どのように考えておりますか、ー

そう
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応お考えをお聞かせ願いたいと思うんです。

0経済部長(山田俊康君} 域まつりの関係につきましては、それぞれお

祭りを実施するにあたりまして実行委員会等を組織いたしまして、その申

でいろいろ慎重検討の結果、現在まで事業を実施しております。いままで

も、踊り等につきましでも採用されておりますが、今後も同じように域ま

つり実行委員会、あるいは運営委員会等を設けて審議されるものと思って

おります。また、当然いま御指摘のように婦人会等からも要望があろうと

思いますので、そのような方向でまとまるものと考えております。

010番(横溝 功君) 最後に、もう 1点、域まつりに犠牲者が出たわ

けでございますが、市長の答弁十分わかるわけでございますが、やるんな

らひとつーーイ罵険金なんか 500万しか掛けていないように聞いておりま

すし、けががあってはいけませんけれども、死人が出てはいけませんけれ

ども、もっと大きい績を掛ける等工夫して、それで責任の所在がど乙にあ

るかというような乙とを、そっちだ、そっちだと言わずに、やるんならす

っきりした城まつりにしていただきたいと思います。

以上で終わります。

O議長(石井 正君) 以上で 10番議員君の質問を終わります。

以上で通告者による一般質問を終わります。

散 会午後 3時 25分

。議長(石井 正君) 本日の会議は乙れにて散会といたします。

次会は、明 12月22日午前 10時間会とし、その議事は各議案の審議

といたします。

0本日の会議tζ付した事件

1 行政一般通告質問
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